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平成28年第５回占冠村議会定例会会議録（第１号）

平成28年12月15日（木曜日）

○議事日程

議長開会宣言（午前10時）

所管事項に関する委員会報告（議会運営委員会）

日程第 １ 会議録署名議員の指名について（１番・２番）

日程第 ２ 会期決定について

議長諸般報告

総務産業常任委員長報告

村長行政報告

日程第 ３ 一般質問

日程第 ４ 認定第 １号 平成 27 年度占冠村一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第 ５ 議案第 １号 占冠村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例を制定することについて

日程第 ６ 議案第 ２号 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正

する条例を制定することについて

日程第 ７ 議案第 ３号 占冠村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定

することについて

日程第 ８ 議案第 ４号 占冠村税条例等の一部を改正する条例を制定することについ

て

日程第 ９ 議案第 ５号 占冠村立学校設置条例の一部を改正する条例を制定すること

について

日程第 10 議案第 ６号 占冠村へき地保育所設置条例等の一部を改正する条例を制定

することについて

日程第 11 議案第 ７号 占冠村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定する

ことについて

日程第 12 議案第 ８号 占冠村農業委員会委員定数条例の一部を改正する条例を制定

することについて

日程第 13 議案第 ９号 平成 28 年度占冠村一般会計補正予算（第６号）

日程第 14 議案第 10号 平成 28 年度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）

日程第 15 議案第 11号 平成 28 年度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算（第６号）

○出席議員（８人）

  議長  ８番 相 川 繁 治 君  副議長  １番 工 藤 國 忠 君
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      ２番 木 村 一 俊 君       ３番 大 谷 元 江 君

４番 長谷川 耿 聰 君       ５番 山 本 敬 介 君

６番 五十嵐 正 雄 君       ７番 佐 野 一 紀 君

○欠席議員（０人）

○出席説明員

（長部局）

占 冠 村 長 中 村   博 副 村 長 堤   敏 満

会 計 管 理 者 小 尾 雅 彦 総 務 課 長 多 田 淳 史

企 画 商 工 課 長 松 永 英 敬 地 域 振 興 対 策 室 長 野 村 直 広

保 健 福 祉 課 長 伊 藤 俊 幸 産 業 建 設 課 長 小 林 昌 弘

林 業 振 興 室 長 今 野 良 彦 ト マ ム 支 所 長 平 川 満 彦

総 務 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一 財 務 担 当 係 長 野 原 大 樹

税 務 担 当 主 幹 佐久間   敦 職 員 厚 生 担 当 主 幹 細 川 明 美

企 画 担 当 係 長 佐々木 智 猛 国 保 医 療 担 当 主 幹 上 島 早 苗

社 会 福 祉 担 当 主 幹 高 桑   浩 保 健 予 防 担 当 主 幹 松 永 真 里

介 護 担 当 主 幹 木 村 恭 美 土木下水道担当主幹 石 坂 勝 美

建 築 担 当 主 幹 嵯 峨 典 子 建 築 担 当 係 長 橘   佳 則

環 境 衛 生 担 当 主 幹 平 岡   卓 農 業 担 当 係 長 杉 岡 裕 二

林 業 振 興 室 主 幹 鈴 木 智 宏

（ 教 育 委 員 会 ）

教 育 長 藤 本   武 教 育 次 長 岡 崎 至 可

学 校 教 育 担 当 主 幹 小 瀬 敏 広

（農業委員会）

会 長 安 田 堅 吾 事 務 局 長 小 林 昌 弘

（選挙管理委員会）

書 記 長 多 田 淳 史

（監査委員）

監 査 委 員 鷲 尾 心 英 監 査 委 員 山 本 敬 介

事 務 局 長 尾 関 昌 敏

○出席事務局職員

事 務 局 長 尾 関 昌 敏 主 事 久 保 璃 華
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開会 午前10時00分

◎開会宣言

○議長（相川繁治君） ただいまの出席議員

は８人です。定足数に達しておりますので、

これから平成28年第５回占冠村議会定例会を

開会します。

この際、当面の日程等について、議会運営

委員長の報告を求めます。

議会運営委員長、五十嵐正雄君。

○議会運営委員長（五十嵐正雄君） 12月８

日に開催しました議会運営委員会のご報告を

申し上げます。今期定例会における会期は、

本日15日から16日までの２日間といたします。

議事日程、日割等については、あらかじめお

手元に配布したとおりです。

以上、報告を終わります。

◎開議宣告

○議長（相川繁治君） これから、本日の会

議を開きます。

◎議事日程

○議長（相川繁治君） 本日の議事日程は、

あらかじめ、お手元に配布したとおりです。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について

○議長（相川繁治君） 日程第１、会議録署

名議員の指名を行います。

今期定例会の会議録署名議員は、会議規則

第117条の規定により、議長において、１番、

工藤國忠君、２番、木村一俊君を指名します。

◎日程第２ 会期決定について

○議長（相川繁治君） 日程第２、会期の決

定の件を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から12月16日まで

の２日間としたいと思います。これにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって会期は、本日から12月16日まで

の２日間と決定しました。

◎諸般報告

○議長（相川繁治君） これから諸般の報告

を行います。

事務局長。

○事務局長（尾関昌敏君） 審議資料の１ペ

ージをお願いいたします。１、今期定例会に

付議された案件は認定第１号から同意案第１

号までの13件です。２、議員提案による案件

は意見書案９号から第15号の７件です。審議

資料の２ページをお願いいたします。３、説

明のため出席を要求したところ、通知のあっ

た者の職及び氏名は村長以下、記載のとおり

です。４、平成28年第４回臨時会以降の議員

の動向は10月５日の総務産業常任委員会村内

所管事務調査から記載のとおりです。審議資

料の７ページから８ページは平成28年度９月

分の例月出納検査結果です。審議資料の９ペ

ージから10ページは平成28年度10月分の例月

出納検査結果です。以上です。

○議長（相川繁治君） 次に議長に提出され

た総務産業常任委員会の報告書について説明

を求めます。

総務産業常任委員長、佐野一紀君。

○総務産業常任委員長（佐野一紀君） 総務

産業常任委員会の所管事務調査に関する調査

について報告をいたします。２枚あると思う

んですが、先に調査期日が９月30日のほうか

らお願いいたします。

１、調査期日。平成28年９月30日。



4 / 69

２、調査事項。（１）村道トマム東１号線

道路災害調査、（２）村道トマム団体線道路

災害調査、（３）第２トマム団地（法面崩

壊）調査、（４）トマム７線橋橋梁災害調査、

（５）村道占川線道路災害調査、（６）村道

ニニウ１号線道路災害調査、（７）熊崎一弘

圃場72－１地先農業被害調査。

３、調査経過。調査にあたっては、村長、

各担当者の同行により、現地説明を受けなが

ら実施した。

４、調査結果。調査事項（１）～（６）に

ついて。①復旧にあたっては担当者だけでは

なく、災害対策室等（プロジェクトチーム）

を設置し村の見解を統一して関係機関に要望

されたい。②今後もこのような大雨が予想さ

れるので、そのこと（規格・基準）を十分考

慮して復旧されたい。

調査事項（７）について。①畑に水が流入

した原因は、国道を横断してそのまま畑に流

れ込んだものなので、国道の側溝等の改善を

求める必要がある。②作物被害と合わせて施

設も被害を受けているとの説明を受けた。ま

た複数の農家が被災していると聞いているの

でこれらも併せて支援されたい。

５ 、調査の継続。委員会での調査の結果

は上記のとおりであるが、今後も引き続き調

査を行うものと決定したところであります。

もう１枚の文書のほうをお願いいたします。

同じく所管事務調査の調査報告についてであ

ります。

１、調査期日。平成28年10月５日。

２、調査事項。（１）トマム給油所改修事

業状況調査、（２）13線の沢川水源地管理調

査、（３）保育間伐工事（タンネナイ地区）

状況調査、（４）林道専用道鬼峠線支線開設

工事状況調査、（５）ニニウキャンプ場水源

地等整備工事現地調査、（６）占冠中央小学

校グランド暗渠等改良工事状況調査。

３、調査経過。調査にあたっては、村長、

各担当者の同行により、現地説明を受けなが

ら実施した。

４、調査結果。（１）トマム給油所改修事

業状況調査について。開業に向け運営する住

民組織の立ち上げを早急にして進められたい。

（２）13線の沢川水源地管理調査について。

現状では貯水地、取水地、ポンプ場は適切に

管理されている。今後も適正な管理を継続さ

れたい。

（３）保育間伐工事（タンネナイ地区）状

況調査について。残存木に傷を付けないよう

に作業は行っている。今後は適正な機械化と

人材確保・事業体の育成に努めて頂きたい。

（４）林業専用道鬼峠線支線開設工事状況

調査について。工事は完了していた。路網整

備については積極的に行って、村有林管理の

ため目的どおり進められたい。

（５）ニニウキャンプ場水源地整備工事現

地調査について。裏面をお願いします。安全

な水の確保のため新たな水源の調査・検討を

早急にされたい。

（６）占冠中央小学校グランド暗渠等改良

工事状況調査について。工事は完了していた。

５、調査の継続。委員会での調査の結果は

上記のとおりであるが、今後も引き続き調査

を行うものと決定をしました。以上、総務産

業常任委員会からの報告を終わります。

○議長（相川繁治君） これで諸般の報告を

終わります。

◎村長行政報告

○議長（相川繁治君） 村長から行政報告の

ため発言を求められておりますので、その発
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言を許します。

村長。

○村長（中村 博君） みなさんおはようご

ざいます。ただいま議長のお許しをいただき

ましたので行政報告を申し上げます。審議資

料の４ページをお開きください。平成28年９

月13日以降の行政報告でございます。まず報

告事項について申し上げますので、別に配付

した行政報告をご参照ください。

報告事項（１）村有リゾート施設について。

９月定例会の行政報告において、去る８月19

日までに札幌地方裁判所で行われた村有リゾ

ート施設の調停について申し上げました。そ

の後、２回の調停が開かれておりますので概

要を報告いたします。去る10月12日、５回目

の調停では、経過等の報告と双方の案につい

て説明をしました。また、去る11月25日、６

回目の調停でもこれまで同様、経過等の報告

と双方の案について説明をしました。これを

受け調停委員（裁判官、弁護士、税理士）が、

双方の考え方について今月協議することにな

りました。村は、弁護士に委任し、原契約に

あります土地、建物の買取り履行という所期

の目的実現に向け全力で取り組んでいます。

７回目の調停は、１月16日月曜日午後３時30

分から行われます。

（２）各種要請活動について。10月28日に

富良野圏域における河川・道路整備促進に関

する要望活動を富良野圏域連携協議会（会長

能登芳昭富良野市長）、及び富良野沿線市町

村議会議長会（会長北猛俊富良野市議会議

長）と合同で、上川総合振興局旭川建設管理

部、北海道建設部に赴き行いました。能登会

長より要望の趣旨と早急な河川整備、河川維

持の充実、二重管理の改善、台風被害道路の

早期復旧の４項目を要望したのち、各市町村

長、議会議長より市町村個別の要望を行いま

した。本村からは鵡川の整備について、①中

央地区の青巌大橋から宮下橋上流、ネクスコ

占冠中央橋付近の立木伐採と川砂利除去、②

上トマム地区の上トマム橋から18線橋への堤

防天端の草刈りと砂利敷設、③上双珠別地区

の宝珠橋から稲田橋にかけての土砂除去とそ

れぞれ理由を付して要望しました。

11月15日は、旭川十勝道路整備促進期成会

（会長能登芳昭富良野市長）に、明日のふら

のを創る道の会（会長荒木毅富良野商工会議

所会頭）が同行し、旭川十勝道路整備促進に

関する要望活動を行いました。要望先は、国

土交通省北海道局、同道路局、財務省、今津

寛衆議院議員、佐々木隆博衆議院議員で、能

登会長より①道路予算の確保、②地域高規格

道路の整備促進、高速ネットワークの実現、

災害・救急の経路確保、観光での渋滞・交通

事故等の交通混雑の解消、生活幹線ネットワ

ークの形成、道東自動車道（夕張～占冠間）

開通による整備効果を説明し、事業中の箇所

は更なる整備促進を、未事業区間は調査促進

を要望いたしました。要望先で旭川十勝道路

のうち、富良野道路（延長8.3㎞）が平成30

年度に開通する見通しとなったニュースが入

りました。開通すると富良野市街地を通過し

ないため、夏季観光期には最大31分が７分に

短縮される効果が想定されています。

12月７日には地域医療対策に係る要請活動

を行いました。この要請活動は、富良野圏域

の地域医療確保が喫緊の課題であることから、

富良野圏域連携協議会（会長能登芳昭富良野

市長）と富良野沿線市町村議会議長会（会長

北猛俊富良野市議会議長）合同で行ったもの

です。要請先と要請内容は、①北海道保健福

祉部には富良野圏域における地域センター病
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院の医師確保と経営安定化に向けた支援を要

望、②社会福祉法人北海道社会事業協会には、

社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院

における医療体制の維持・拡充について要望、

③一般社団法人ＷＩＮＤ（北海道大学医学部

産婦人科）には、富良野圏域における産婦人

科医療体制の維持確保についてを要望し、占

冠村からは一次医療の現状と二次医療機関と

しての富良野協会病院の役割、富良野協会病

院での待ち時間の解消について説明いたしま

した。

（３）占冠村交通安全対策会議について。

台風10号の影響で、国道274号が落橋等の大

規模な被災のため、通行止めになったことに

より、並行する道東自動車道が代替え路とし

て活用されました。それに伴い、道東自動車

道の占冠ＩＣから音更帯広ＩＣ間（現在は十

勝清水ＩＣ間）の無料措置に伴い、村内を通

る国道237号、道道136号の交通量増加による

交通事故の発生が懸念されることから、各関

係機関に呼びかけ10月５日に占冠村交通安全

対策会議を開催しました。参集範囲は、北海

道開発局旭川開発建設部、北海道警察旭川方

面本部、富良野警察署、北海道上川総合振興

局旭川建設管理部、東日本高速道路株式会社

（以下「ＮＥＸＣＯ」という。）北海道支社

で、開発局とＮＥＸＣＯより情報提供があり、

意見交換を行い対策について協議いたしまし

た。無料化に伴うＵターン車への対応に議論

が集中しましたが、Ｕターンの規制ができな

いため、今できることとしてマナー啓発の看

板設置、セーフティコーン、ラバーポール、

転回場所の設置、冬季対策など出された意見

については持ち帰り検討することとしました。

11月14日には、北海道開発局主催で、会議

名を占冠ＩＣ十勝清水ＩＣ周辺交通安全対策

に変更し、10月５日の関係者のほかに清水町、

十勝総合振興局、占冠村商工会、占冠・村づ

くり観光協会、公益社団法人北海道トラック

協会、一般社団法人北海道バス協会、北海道

地区レンタカー協会連合会が加わり会議が開

催されました。北海道開発局より看板やポー

ルの設置、マナーの徹底で効果は認められる

が、引き続き安全対策に取り組む旨の挨拶と、

無料区間の交通量、占冠ＩＣ、十勝清水ＩＣ

のＵターン状況と事故発生状況等の情報提供

があり、その後の現状や対応についての意見

交換を行いました。Ｕターン事故防止対策が

主題であることから、村商工会、村観光協会、

北海道トラック協会、北海道警察等よりＵタ

ーンさせない方法、ＮＥＸＣＯとの調整、転

回場所、代替え制度の欠陥、特例で警察の取

り締まりなど要望や意見が出され、今後も交

通安全対策の協議を進めていくことで閉会し

ました。

（４）平成28年度占冠村水害避難訓練につ

いて。今年度の水害避難訓練は９月24日の防

災の日を予定していましたが、台風10号等の

影響により11月26日に延期して行いました。

時期は温暖化が進む冬季を想定、雪が雨に変

わり、雨量が100mmに達し、融雪の影響もあ

り河川水位が上昇し、大雨洪水警報が発令さ

れたことを想定した避難訓練です。対象地区

は宮下行政区、本通行政区、千歳行政区とし、

避難場所である占冠中学校への避難勧告を行

いました。住民の避難者は55名、対応にあた

った消防関係者19名、社会福祉協議会３名、

占冠駐在所１名、役場35名、計113名の規模

になりました。避難所まではバス利用者が10

名、他の45名は徒歩またはマイカーで、平成

27年度に整備された避難路を11名の方が利用

しました。避難訓練終了後、消防南富良野支
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署職員より「台風10号による空知川氾濫」の

演題で、甚大な被害状況や住民、消防署員、

災害対策本部の動きについての講演があり、

最後にあれだけ被災し死亡者・行方不明者が

出なかったのが大変嬉しかったと話され、昭

和37年に発生した本村での大水害を思い起こ

しました。南富良野町への支援には、本村か

らも日本赤十字奉仕団などのグループやサー

クル、個人のボランティアなど多くの方が駆

けつけており、一日も早い復興を願っていま

す。今回の訓練は、災害対策本部の動きと住

民への広報活動、スムーズな避難に重点を置

き進めましたが、広報活動が課題として残り

ました。

（５）第30回森林レクリエーション全国研

修会について。一般社団法人全国レクリエー

ション協会（会長三浦雄一郎）主催の第30回

森林レクリエーション全国研修会に参加しま

した。研修先は、高知県馬路村で10月19日か

ら21日の日程で、元金山営林署長をはじめ自

治体職員、民間事業者など13名が出席しまし

た。馬路村は人口800人で「ゆず」による村

おこしで有名な村ですが、総面積の96％が森

林で、うち75％が国有林という山とともに栄

えたところです。１本３千万円の値がつくス

ギ材を出した優れた天然林は、日本三大スギ

美林の一つと言われています。馬路村は、自

治体、ＪＡ、森林組合は合併をせず、いずれ

も単独で経営しています。ゆず製品はＪＡが

経営しており、工場案内は本年役場からＪＡ

職員に転職した45歳の男性課長より、ＪＡの

雇用は約100名で30億円の年商があり、通販

等で外資を稼ぐほか、村内でお金が回る仕組

みになっていること。森林組合と村が出資す

る製材工場は、ＪＡが債務負担行為を行って

いるが、ＪＡの組合員が森林組合の組合員で

もあるため理解が得られているとの説明を受

けた。ここでも地域づくりは人づくりの印象

が強く、特産品を地産地消して、販売を域内

で行うことにより、資金が循環する仕組みを

作っていくことが必要と感じた研修でした。

主な用務は記載のとおりです。入札につき

ましては、占冠村共同住宅給水工事ほか５件

を執行しております。以上で行政報告を終わ

ります。

○議長（相川繁治君） これで行政報告は終

わりました。ここで暫時休憩いたします。

休憩 午前10時31分

再開 午前10時33分

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

◎日程第３ 一般質問

○議長（相川繁治君） 日程第３、一般質問

を行います。順番に発言を許します。

４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） お許しをいただき

ましたので一般質問させていただきたいと思

います。体調の関係で時々声がかすれて聞き

づらい点もあるかと思いますがお許し願いた

いと思います。それではまず質問の１点目で

ございますが、小規模多機能施設とま～るの

安全管理についてということでございます。

先日、とま～るにおいて泊まりの高齢利用者

が救急車とドクターヘリにて旭川医大に運ば

れ、３週間後亡くなるという事態が発生いた

しました。

この件について４点ほどお伺いいたしたい

んですが、私の伺いたい主旨について若干、

最初に説明させていただきたいと思います。

この施設は占冠村でお年寄りの方々が安全で

安心して利用できる唯一の施設でありまして、
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サービスも良好、利用者の方々から喜ばれて

おります。この施設が安全で安心して運営で

きる第一の条件は、医者との連携が絶対の要

件であると私は思います。しかし、現状をみ

ると特に土曜日、日曜日の医師の不在が多く、

また、医師の不在中の対応をしっかりして初

めて安心・安全な環境は整えることができる

と私は思います。こうした観点から４点ほど

お伺いいたしたいと思います。

まず、１点目はどのような要因、原因でこ

の事態が起きたか、経緯も併せてお伺いいた

したいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 議長、反問したいん

ですがよろしいですか。

○議長（相川繁治君） 分かりました。村長

から今反問権が行使されるということで反問

の請求がありました。これを許します。

村長。

○村長（中村 博君） 今ご質問いただきま

したけど、その中でこのような事態という表

現がございました。このような事態とはどう

いうことなのか具体的に伺わなければ答弁で

きないところもありますので、そこの答弁を

お願いしたいと思います。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川議員。

○４番（長谷川耿聰君） 前段に申し上げま

したように医師の不在ということがこの施設

の安心・安全の確保をされるというふうに思

います。この医師の不在というこういうよう

な状態の中で起きた原因ということでありま

すのでその経緯を伺いたいということでござ

います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） この件に関しまして

は利用者個人が特定される事案でもあります

ので事実経過についてのみ答弁いたします。

ご家族が不在になるとの理由によりまして10

月７日から宿泊サービスを利用されました。

２日後のお昼に体調が急変したため救急搬送

され入院しておられましたが、同月末にお亡

くなりになりました。以上が経過でございま

す。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） 次に２点目に移ら

していただきます。村が指定管理をさせてい

る施設で、ここにも“このような事態”とい

う文句が出ますが、これも医師不在というこ

とでこういうような状況の中で村の考え方や

責任について伺いたいと思います。また、指

定管理に対する村の管理責任についてもお伺

いいたしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） この日は、まあ医師

のことでお尋ねでございますので、この日は

日曜日だったと思います。そういうことで医

師は休日のため休んでおりまして村内には医

師不在となっておりました。救急案件から消

防に要請をしまして、処置をしたということ

でございます。そういった内容を指定管理者

のほうから受けておりまして、それらの処置

については適切に行われたとそのように考え

ております。以上です。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） 一通り最後までお

伺いしたいと思います。指定管理者と村の担

当は、発生原因の分析や発生時の対応、今後

の対応についての話し合いの機会を持たれた

と思いますが、それらの内容についてお伺い

いたしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 村では11月８日の日
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に消防に対して救急搬送の状況をお聞きして

おります。また次の日の11月の９日には施設

の管理者からサービス利用者の体調急変に伴

う施設の対応について報告を受けております。

両報告から申し上げますと、救急搬送及び施

設では適切に対応されているとそのように判

断しております。以上です。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） それじゃあ４点目

について。“このようなことは”ということ

でここにも出てますが、医師不在中における

発生ということで、それでこれからこういう

ような医師不在中に再々起きると思いますが

これは起こしてはいけないことだと思います

ので、これからの対応について村長はどのよ

うに考えているかお伺いします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

医師は村立診療所に配置しておりますけど、

村立診療所の役割としましては、昨年お示し

いたしました占冠地域医療指針で申し上げま

したように、村民のだれもがいつでもどこで

も症状に応じた医療を受けられる、そのこと

が最も重要と考えておりまして、そのような

医療ができないか今模索しているところでも

あります。

しかし、そうすると医師の２名体制という

ことになりますので医師不在を解消させたい

ところですが、現在のところ困難であると言

わざるを得ません。村としても小規模多機能

型居宅介護施設につきましては、在宅福祉を

補完する施設としてこれからも指定管理者と

あらゆる面で協議を進めながら住民の方に使

っていただけるそういうものにしていきたい

と考えております。以上です。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） 全体的にちょっと

お伺いしたいんですけども、せっかくできた

施設、特に高齢者施設というのは医師との対

応が冒頭申し上げたように絶対的な要件だと

思うんですよね。土曜日、日曜日には必ずと

言っていいほど医者がいないと。例えば付近

の近隣町村のお医者さんが緊急時に占冠のこ

の施設を診てあげるとかというようなそうい

うようなことも含めて対応を考えなければ医

師不在中の施設ということは安全確保されな

いような気がするんですよね。これからもお

そらく１名体制の医療体制が続くと思うんで

すけども、この施設が本当に安心して良い施

設だということについては、やはり私はくど

いようですけども医者がなんらかの格好で目

を光ってなきゃならないとこのように思いま

す。将来に向かって村長はどのように考えて

いるか、もう一度ご説明をお願いします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 先ほど言いましたよ

うに、占冠診療所のめざす方向としては明確

になっておりますけど、財政的な面、それか

ら人も含めて２名体制は無理であると考えて

おります。それを補完するのに今消防が緊急

の時通報して対処しているとそういう状況に

しております。今回も異変を察知して職員が

消防に通報、それから救急搬送までそんなに

多くの時間かかっておりません。今後医師の

不在時にはそういった体制で今後とも進めて

いく予定でおります。以上です。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） 医者がいないとい

うことはこの施設を任されている担当の職員

たちも非常にウエイトがかかると思うんです

よね。大変苦労されると思うんですよ。そう

いう面からしても、やはりなんらかの格好で
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不在中にどっかの医師と連絡を取って、この

施設の運営を図る必要があるような気がする

んですけども、その辺の考え方を村長もう一

度お伺いします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 例えばですよ。日高

の診療所とそういう提携関係を結んだといた

しましても、日高からこちらへ来て診察して

もここでいろんな検査はできないですから、

２次病院に搬送するとそういう形になると思

います。そういった判断はうちの消防もでき

ますので、一刻も早く２次医療病院・機関に

搬送するためにはやはり機動力のある消防を

活用していく、それ以外にないと思っていま

す。以上です。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） いずれにしてもせ

っかくできた施設なので、これはここを利用

される人の安心・安全というものの確保が絶

対要件なんで、その辺を十分考慮に入れて実

行していただきたいとこのように考えていま

す。質問はまだありますのでこの件はこの程

度にしまして、次に質問の第２番目に移らし

ていただきます。

トマムガソリンスタンドとトマム公園につ

いてということで村長の見解をお伺いしたい

と思います。まずトマムのガソリンスタンド

の件でございますが、トマム給油所について

は住民からの要望があるとのことで、28年度

当初予算に改修工事費1590万円、地下タン

ク・配管法定検査委託料30万円が承認され、

これは11月15日までにもろもろの改修工事が

行われております。しかし、肝心の給油所の

運営主体と想定したトマム町内会を構成員と

するＮＰＯ法人の設立が進まず、年度内の開

店を断念するという報告が12月２日の全員協

議会で示されました。この件について何点か

お伺いいたしたいと思います。

まず１点目として、トマム町内会がガソリ

ンスタンドの運営を担うことは、どのように

していつ頃、誰と誰が決めたのか。その経緯

についてお伺いいたします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） ご質問にお答えいた

します。結論から申し上げますと、トマム町

内会がサービスステーション・ガソリンスタ

ンドを担うことは現時点において決定してお

りません。昨年の全員協議会、27年の８月31

日の協議会で給油所の運営方法についてご説

明させていただいており、民間企業が撤退し

た背景に鑑み、もっともコストをかけない方

法として村民やＮＰＯによる運営が望ましい。

まずは町内会に相談したいと村の方針を議会

へお示しし、その後、住民懇談会や給油所説

明会を通じて運営協力をお願いしております。

今年度の村とＮＰＯ準備会、町内会が主体

ですけど、の取組みは12月２日の全員協議会

で担当よりご説明させていただいたとおりで

あります。運営者の決定ですが、村としては

指定管理を考えていますので、施設を整備し、

その後運営者を決定するという手続き自体は

他の公共施設と同様に議会での承認を経て決

定されるものと考えております。従いまして、

現在は村がＮＰＯ準備会に協議をお願いして

いるということでございます。以上です。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） 村長できるだけ短

くお願いします。次に２点目の町内会の総意

でありますが、トマム町内会の総意であるん

ですが、総意決定はどのようにされてるか、

伺ってるかお伺いしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。
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○村長（中村 博君） お答えいたします。

村が行ったトマム集落対策アンケートがあり

ますけど、その調査結果から買い物対策の次

にガソリンスタンドの再開要望、60世帯中52

世帯がその要望がありまして、これを受けて

２年の期間を費やし、議会にも相談したうえ

でガソリンスタンド施設の取得に至りました。

運営は現在地域に協議をお願いしているとこ

ろでありまして、町内会で意思決定したとい

うものではありませんが、ガソリンスタンド

の営業という商業活動になりますので、町内

会よりＮＰＯ法人で会計処理することが望ま

しいとの判断から準備会の中で協議が進めら

れてきたと聞いております。以上です。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） 次に３番目に移ら

せていただきます。ガソリンスタンド運営主

体の設立より改修工事のほうが先行している

のはどのような事情によるものですか。お伺

いいたします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

改修工事先行の理由でございますが、民間ガ

ソリンスタンドの閉鎖後、施設取得の協議に

かなりの期間を要しましたので、村民の生活

環境の改善に向けてなるべく早く再開してい

きたいとの考えから、施設整備と運営協議を

並行して進めていこうと判断したものでござ

います。以上です。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） それでは次に４番

目に移らせていただきます。ＮＰＯ準備会が

３回開催されております。１回目は４月26日、

２回目は５月12日、３回目は７月20日ですか。

ＮＰＯ申請に至らなかった理由はどのように

考えられておりますか。お伺いいたします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

トマム町内会で会長が世話人となり、その設

立に向けてＮＰＯ法人設立準備会を３回ほど

開催しておりました。しかしながら流会とな

りました４回目の会議で意見がまとまらず、

世話人である町内会長から辞表が提出された

と聞いております。そのため申請書の準備は

していたようですけど、提出まで至らなかっ

たとそのように考えております。以上です。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） それでは５番目に

移ります。ＮＰＯが認定されるまでは、申請

から概ね３か月かかることは明らかでござい

ます。改修工事が開始された９月に申請され

れば完成の11月に営業開始できるのでないか

と思います。10月の議会、総務産業常任委員

会所管事務調査事項で担当者がそのように説

明しておりますが、これについて並行してや

れば、もう今頃までに終わってると思うんで

すけど、これについてご説明願います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

ご指摘のとおり、９月に申請していれば認可

後所要の議会手続きを経て、準備が整い次第

営業が開始できたと思いますが、全員協議会

でご説明したとおり、トマム町内会の諸事情

によりＮＰＯ設立の協議が先送りとなった事

情がございます。先にも申し上げましたが、

民間企業撤退の経過から極力村費投入を抑え

ていく形で長く営業を続けていくためには、

地域に協力していただくことがその目的達成

においても有効であると考えております。し

かし、これまでご説明したように、急遽代表

者が退任する事態となりましてトマム町内会

では進めることができなくなりましたので、
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今後の運営組織については改めて地域住民の

ご協力と賛同を得ながらその設立に向けて協

議を進めてまいりたい、そのように考えてお

ります。以上です。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） 質問事項がもう一

点ありますので、これをお伺いして全体的に

お伺いしたいと思います。営業のための危険

物資格所有者ですか、これについてはどのよ

うに考えられておりますか。

もう一点、この営業を開始するにあたって、

６か月間スタンドの経験がなければだめだと

いうお話を、私聞いたわけでございますが、

その辺の考え方はどのようになっておるかお

伺いいたします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 運営につきましては

先ほど来申し上げてますとおり、指定管理を

予定しております。法の定めによりまして指

定管理において有資格者を配置していただき

たいとそのように考えております。

６か月の関係ですが、資格を持っていても

保安監督者を置くには６か月間の実務経験が

必要とそういうことでございます。有資格者

を置くんですけど、有資格者とは保安監督者

を配置することになります。ただ単に乙４の

資格を持っていればいいというものではなく

て、保安監督者を配置することになります。

その保安監督者を配置するには６か月の実務

経験が必要ということです。以上です。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） トマム地域に商店

もなくなり、ガソリンスタンドもなくなり、

非常に住民生活に不便をきたすような地域に

なってしまって、それで私たちも行政懇談会

やなんかに議会の懇談会に行くと、必ずその

話が出るんですけども、これだけ必要とされ

ておった店や、また、ガソリンスタンド、せ

っかくここまで完備され営業開始できる状態

までいって、それでもっていろいろな事情で

会長が今、村長が言われてるように辞めてし

まったとかっていうようなそういうようなこ

とで、どういうわけでそのようなことになっ

てるか。そのへん村長はどのように考えてい

るか一言お伺いしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 準備会が３回も開催

されてＮＰＯの形といいますか、いろんな申

請に関する書類の整備もできた段階での今回、

町内会長辞任ということでございますが、辞

任された理由については私は承知しておりま

せん。諸事情があるのかと思っております。

以上です。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） 開業寸前になって

このようなことになるということは誠に残念

なことだと思います。年度内に開店できない

というような状況でございますので、これは

なんとか行政の力で一刻も早くトマム地域の

住民の方々と話して開業するように努力しな

きゃならんと思うんですけども、そのへん今

後の村長の考え方としてはどのように考えて

おられるか。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 行政といたしまして

も施設整備が済んでおりまして、いつ営業し

ても良いような状況になっております。先ほ

ど申し上げましたように、村直営では無理で

ございますので新たな形で町内会に再度協力

申し上げるとともに、そういったＮＰＯ設立

に向けて村のほうも協議してまいりたいその

ように考えております。以上です。
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○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） それじゃあ質問の

（７）番目に移らせていただきます。この件

と同じようなことがトマム公園の建設につい

て行われていると私は考えております。そこ

でこれも新年度に予算をきちんと取っており

ます、調査費。その後トマム公園の建設につ

いて現在どのような推移になってるかお伺い

いたしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

トマム公園の建設につきましては、本年度、

基本計画を作るのに３回のワークショップを

開催しておりまして、住民の方々の意見を頂

戴し策定すると。その内容を９月の定例会で

ご説明申し上げました。この業務は３社の見

積もり合わせで業者を決定いたしまして、10

月７日に契約を締結し、来年の３月15日を工

期として進められています。このうち、ワー

クショップの開催は第１回目を11月５日に大

人19名、子ども７名の参加があり、２回目は

12月10日、大人11名、子ども１名の参加があ

りました。今後３回目を１月後半から２月前

半に予定しておりますので、基本計画がまと

まりましたら内容等について議会にご相談さ

せていただきたいと考えてございます。以上

です。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） ちょっと聞きもら

したんですけども、最終的に成果品が上がっ

てくるのは３月の何日って申しましたか。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 工期が３月15日にな

ってますので３月15日までには上がってくる

予定です。以上です。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） これあの新年度の

今年の３月ですか、予算議会の時にも私かな

りこの問題について申し上げたんですけども、

３月の当初予算で取ってその予算が10月の７

日に契約されて、しかも年度末ぎりぎりの３

月15日に完成するって、いったいこれどうい

うような理由で６か月も７か月もブランクが

あったのか。これ私あの考えるのには実際に

この公園が必要であったか、ないか。それか

らあのスタンドにおいてもせっかくここまで

営業開始できる寸前までいってそれでＮＰＯ

が結成できないって、当初からやはりトマム

全体の合意体制というものの調査が不足して

いるためにこういう問題が起きたんでないか

と私はこのように思います。

特に公園については不確定要素の予算を出

したと、これはここに議事録ありますので、

予算を取るには不確定な要素を取るもんでな

くて、ある程度確定されたものの積み上げで

あるということを申し上げたわけであります。

それが全部この２つの件にしわ寄せになって

ると。だからやはりこういう問題については

住民の全体の合意体制のもとに新年度の予算

をきちんと取るということが非常に大切だと

いうふうに思いますけども、そのへん村長の

考え方をお伺いしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） ガソリンスタンドも

公園整備もいずれもトマム地区の住民要望を

踏まえて着手した事業でございます。トマム

地区での道路、公営住宅整備などのインフラ

整備が概ね終了できましたことから近年保育

所や学校の児童生徒の減少も踏まえ、トマム

集落の人口減少対策、それから定住促進の取

組みに注力、これから力を注いでいかなけれ

ばならないと考えてございます。それから当
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初予算で確かに予算組んで９月に補正をして

ございます。補正後の仕事の着手になります

から、10 月に契約したと時期的にはそういう

ような経過になっております。公園っていう

のはあの半永久的なものですから、やはりト

マムの住民の声ですとか希望をくみ取りなが

ら一つのものを作っていくそういう過程が大

切であろうと思いまして９月に予算の組み替

えを行ったところでございます。以上でござ

います。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） 私の申し上げたい

のは、せっかく新年度で予算を取ったんです

からやはりその年度できちっと予算を消化し

て事業を完成させて実行するというのがこれ

本当の税金の使い方だと思うんですよね。な

ぜここまで遅れたかっていうことはこれ不確

定要素なものが出すからということは住民の、

全体の住民の合意は得られてないからこうい

うことになったんですよ。だからあのスタン

ドの問題でも途中で壊れてしまう。公園の問

題も３回はワークショップやったけども、そ

れもすでにもう遅い時期にやっていると。

だからやはりこういうようなことについて

は当初予算でしっかりした住民の合意のもと

で、概ねの数字でなくてしっかりした数字を

持って予算書に表せればこれまで遅くならな

いし、ガソリンスタンドもやはり正常に運営

されたとこのように思います。今もうすでに

遅くなってしまってるからいずれにしてもあ

の何回言ったってどうしょうもないんですけ

ども、今後において村長、このようなことの

ないような格好の村政をやらんと税金の無駄

遣いになってしまうと思うんですよ。有効に

税金が活用できないというふうに考えられま

すが、最後にもう一回だけ村長の答弁を聞い

て終わらさせていただきます。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） ガソリンスタンドの

事業と公園の事業とは根本的に違うと思って

おります。先ほど申し上げましたように両事

業はトマムの地区から切実な希望として、要

望として挙げられてたものでございます。石

油スタンドにつきましてはまあ受け方といい

ますか、運営するところがまだ確定していな

いとそういうことで延び延びになっておりま

すし、公園については当初確かに予算を上げ

ました。この予算で果たしていいものができ

るのかという議論も内部でございまして９月

に補正をさせていただきました。税金の無駄

遣いとご指摘ありましたけど、振り返ってみ

てやはり訂正するものは訂正してよりよいも

のを作っていくと、それが税金の有効的な活

用になるとそのように考えておりまして、若

干時間はかかりますが、良いものを住民の要

望に応えるものを作るためにそういったこと

も必要であるとそのように考えております。

以上です。

○議長（相川繁治君） 次に、５番、山本敬

介君。

○５番（山本敬介君） 議長のお許しをいた

だきましたのでいくつか一般質問をさせてい

ただきたいと思います。住民の皆さんに分か

りやすい議論を心がけていきたいと思います

のでご協力よろしくお願いしたいと思います。

まず住民目線の行政サービス。詳細に入っ

ていく前にですね、質問の主旨を述べさせて

いただきたいと思います。占冠村は1100人か

ら1200人ほどの小さな村ですから、他の市町

村と比べて住民と行政が近いということは大

きなメリットだというふうに思っています。

行政は住民の目線を大切に、そして住民も自
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分の村づくりを進めるという当事者としての

意識を持ってともに考えて行動してくことが

大切ですし、占冠村はそれができるヒューマ

ンサイズの自治体であると日々その可能性を

実感しています。

一昨年ですね、３者協定を結んでいる北海

道大学の環境科学院の山中先生のご紹介で徳

島県神山町の大南信也さんに村に来ていただ

いて講演をしていただきました。神山町は現

在地方創生の大変な成功例として全国から視

察が絶えない地域になっていますけれども、

この神山町のですね、町づくりのキーワード

として“自分事”という言葉があります。つ

まり行政も住民も他人事ではなくて自分事と

してどう地域課題に向き合っていくか、その

地域の課題を財産として考えて、ともに手を

携えてその理解を解決策を探していくのかこ

れが最も大切なことだというふうに考えてい

ます。このために３月には“むらびと条例”

が制定されたというふうに思っています。

私はこのむらびと条例非常にいい条例だと

いうふうに思っていまして、もっともっと住

民の皆さんにも理解をしていただければとい

うふうに思っています。このむらびと条例の

21条の職員の責務というところがあります。

職員は、法令を遵守し、村民の視点に立って

公平・公正かつ誠実に職務の執行に努めます。

職員は、むらづくりに関する情報収集に努め

ながら、必要な能力の開発と自己啓発に努め

ます。職員は、自らも村民の一員としての自

覚を持ち、積極的に地域活動に参加するよう

に努めますと。第22条ですね、村の行政組織

は、村民に分かりやすく、効率的・効果的な

ものであるとともに、社会経済情勢の変化及

び村民のニーズに的確に対応するよう編成し

ますと。これがむらびと条例の21条と22条に

なっております。

これを政令したという中で、まず行政がな

すべきことはまさに住民の目線ですべての物

事を見ることだというふうに思います。行政

の論理・行政の目線を全職員が変えることが

大切だと思っています。まずこの全体主旨に

ついて村長のお考えを伺います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 村職員の責務でござ

いますけど、条例に定めたとおり村民のため

にあらゆることに立ち向かっていくとそうい

う姿勢が大事であろうと思っておりますし、

できたばっかりの条例でございますので、こ

れから人づくり含めてこの21条については職

員にもきちんと理解して、するように指導し

てまいります。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 詳細の部分に入って

いきたいというふうに思います。まず申請書

類のダウンロードということですけれども、

占冠村のホームページにはですね、各課の案

内の中に申請書類一覧のページがあります。

ダウンロードできる書類がまちまちで、とて

も便利とは今言えない状況です。大きな市に

なるほどですねこのへんは整備をされていま

すが、住民の規模、地理的条件も比較的近い

ですねお隣の南富良野町と比較をさせていた

だいたんですけれども、南富良野ではダウン

ロードできるんですが占冠村ではできないと

いうものに、ここに記載ありますが、例えば

水道使用申請、下水道使用申請、公営住宅の

申請、マイホーム助成の事業申請、郵送によ

る戸籍請求、離婚届、死亡届などがあります。

いずれもですね住民生活に密接に関係する書

類ばかりです。また、村独自のものでは住民

活動の推進事業、占冠村地域企業振興条例の



16 / 69

申請、こういう住民にはぜひ使ってもらいた

いというようなものの申請書類のダウンロー

ドもありません。住民の利便性のためにこれ

らの大幅な見直しをすべきと思いますが、こ

のあたりの今後の対応についてお伺いします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 山本議員のご質問に

お答えいたします。現在村のホームページか

らダウンロードできる申請様式には、議員ご

指摘のとおりすべての申請様式は掲載されて

おりません。生活に密接に関係する申請様式

については掲載に向けて関係課で見直しを検

討してまいります。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 同じく申請書類の件

なんですけれども、押印省略ということにつ

いてお伺いしたいというふうに思います。書

類への押印、印鑑を押すということですけれ

ども、この廃止のガイドラインっていうのが

平成９年に総務省から出されていて、まあも

う20年近くも経過をしているわけですけれど

も、村の申請書類にもこれに該当するものが

散見されると思います。

例えばダウンロード可能な双民館の使用申

請許可に捺印が必要になっているんですが、

こういったものが必要かどうか。ガイドライ

ンに沿って村の書類・申請書類を点検して、

住民負担の軽減をしていただきたいと思いま

す。窓口で一回来て署名だけではだめで捺印

もいるといわれてまた印鑑を取りに帰る。こ

のようなことがないように整備していただき

たいと思いますが、対応をお伺いしたいと思

います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

本村においても総務省の平成９年の申請負担

軽減対策に基づいて定められた押印見直しガ

イドラインに沿って押印のあり方を見直しし、

廃止を含めた合理化を行ってまいりました。

記名を求める必要性や実質的意義に乏しいも

のや署名に押印を求めているものなど押印廃

止の基準を再確認し、住民負担軽減のために

これも見直しを行ってまいります。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 続きまして、外国人

への対応ということでお話したいと思います。

主にホームページの件なんですが、以前にも

ですね外国人の方の窓口対応について質問さ

せていただいたんですけれども、今回ホーム

ページについてお伺いしたいと思います。

現在ですね村のホームページを開きますと

日本語でいろんな情報が出てきます。一番上

にですね英語と中国語と言語切り替えがある

んですよね。通常の言語切り替えというのは

今表示されているものが言語切替である程度

は表示されると。それで外国人の方も対応で

きるというものなんですけれども、うちの村

の場合は言語切り替えのホームページはまっ

たく今の村のホームページとは違うホームペ

ージで、例えば村の地理はこうですよですと

か、気候条件こうですよ、季節はこんなんで

すよ、観光はこんなのがありますよというパ

ンフレット的な内容が出てくるんですね。と

いうことは外国人の住民の方が何か申請をし

よう、何か問い合わせたいなと思ってホーム

ページを開いてそこをクリックしてもまった

くその窓口についても出てこないという現状

になっています。これはやはりこのグローバ

ルの時代に修正をしていく必要があると。

まず早急にですね外国語しかできない方、

英語しかできない方はこちらにお問い合わせ

ください。メールアドレスでも電話番号でも
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いいと思うんですよね。そこで対応ができる

窓口を設置していただきたいということが１

点と、やはりですねこれはホームページの大

幅修正が必要になってきているなと思います。

前回の議会の時に質問させていただきました

が、やはり災害時の情報提供ですねこれも現

在タイムリーにできない状態にホームページ

はなっています。例えばＳＮＳ、フェイスブ

ック等との連携ともですね現状ではない状態

です。この外国人の対応含めてですねホーム

ページの大幅な修正を早急にしていただきた

いと思うんですが、村長の考えをお伺いした

いと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

外国人の対応でございますが、現在外国人の

窓口対応について、リゾート従業員につきま

しては以前もお話したとおり転入・転出等の

手続きには通訳者を同行していただいて対応

しているところであります。本庁窓口には外

国語といっても英語ですけど対応できる職員

は配置してございます。それから村のホーム

ページでございますが、確かに議員ご指摘の

とおり村の紹介等のみになっている現状であ

ります。ホームページ全体について見直しが

必要と考えておりますのでちょっと内部で検

討させていただきたいとそのように考えてお

ります。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 次に行きます。診療

所の案内という、これも小さなことではある

んですが、占冠中央の診療所には診療時間が

掲げられております。診療時間、火曜・木

曜・金曜、休診日、月・水・土日・祝日と書

いてあるだけです。あと時間も書いてありま

すけれども、このうち月曜と水曜はトマムで

診療をしているというわけですから少なくと

もその情報は示すべきではないかなというふ

うに思います。住民の方がですね子どもが熱

を出した時にパッと行って今日が何曜日だっ

たか分からずに行ってですね、「今日やって

ないんだな」と車があればトマムまで走るこ

とも可能だと思うんですよね。そういったで

すね、日高町の情報までそこに掲載するって

いうのは難しいかもしれませんが、村で行っ

ている診療所の情報はしっかりと掲示をすべ

きじゃないかなというふうに思います。具合

が悪くて診療所に来た方は一刻も早く診療を

受けて薬を処方してもらいたいというふうに

考えていると思いますので、こういった住民

目線の情報の告知ということも必要だという

ふうに思いますが村長の考えをお伺いします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 両診療所の診療日・

診療時間・連絡先等につきましては診療所並

びに村広報で周知しているところであります。

ただご指摘のとおり村のホームページにはそ

こまでの詳しい情報は載せておりませんので

それは改善しまいります。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） ホームページじゃな

くてこれは診療所の前にあるサインなんです

よね。診療所の前に掲げてあるサインに占冠

村の中央の診療所は中央の営業時間としか書

いてないと。休業としか書いてないというこ

となんですよね。そのあたりのところも確認

していただいて、要は住民が診療所に行った

ときに今日は休診だけどもトマムでもやって

るっていうことがしっかり分かるように。そ

れは普段広報見ている住民の方もいらっしゃ

いますが、そうじゃなくてたまたま村に来て

診療所を使う方もいらっしゃいますので、そ
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ういった意味で両診療所にしっかりとトマム

と中央の診療所でやってる時間等を掲示して

ほしいと。再度お伺いします。

○議長（相川繁治君） このままの状態で暫

時休憩します。

休憩 午前11時35分

再開 午前11時35分

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

現在はそれぞれの診療所の玄関に両方の診療

所の診療日・診療時間を掲載してございます

ので、ホームページはそれされていないとい

うことでホームページのほうは訂正してまい

ります。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 次に移りたいと思い

ます。総合センターのトイレの手ふきという

ことですけれども、これは以前から気になっ

ている事で村の住民目線の行政サービスとい

うことができていないという証のような事例

だというふうに私は思っております。

当然総合センターのトイレは職員だけでな

く役場を訪れた住民の方々も使うと。しかし、

手洗いには手ふきのための設備がありません。

２階と３階のトイレには当時の張り紙がその

ままでですね、経費削減のためにペーパータ

オルは廃止をしましたというふうに書いてあ

るのみです。普段から使っている職員は経費

削減のためにハンカチを使うということはこ

れはすばらしいことだと思いますが、ではハ

ンカチを持っていない住民はどうすればいい

んでしょうかと。これはですね長きに渡って

こういう状態が続いていました。多分職員の

方々もなんとなく違和感を持って使っていた

と思うんですよね。でも今までずっとこれで

きているからいいかと、もしくはタオルが１

本かけといた方がいいかなって、かかってい

てもそれもそのままずっとかかったままにな

ってるという状態。ただここをですね住民が

使うことを考えればすぐに対応していくとい

うことの視点が欠けているんじゃないかなと

いうふうに思います。単純にこれをペーパー

タオルつければいいということではなくて、

経費削減ということを掲げてこういう対応を

とられてきたわけですからそれも継続したう

えでどういうふうにしていくか、このあたり

のことをお伺いしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

この件に関しましては村の財政悪化に伴う財

政再建のため施設維持経費削減の一環として

ペーパータオルを廃止して、職員及び住民の

みなさんにハンカチの帯行をお願いしている

ところであります。総合センターは来庁者も

多く、住民の皆様にはご不便をかけているこ

とから本年11月から順次ジェットタオルを設

置しております。なお、職員につきましては

引き続きハンカチ帯行について周知徹底させ

ながら経費節減を継続してまいりたいとその

ように考えております。現在３階にしか付い

ていませんけど次年度以降予算化しまして２

階、１階にもジェットタオルを設置したいと

考えております。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） この項目で最後の質

問にいきたいと思いますが、ワンストップ窓

口の設置をということです。住民にとって役

場窓口の申請っていうのは難しいものです。

特に高齢者にとっては、自分に必要な申請を

どの課で行うか、どんな書類が必要か役場に
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行って戸惑うことも多いと思います。これは

村に新しく移住して来た方にとっても同じこ

とです。現在ですね入口に入りますと戸籍課

があって戸籍課の担当の職員がですねできる

だけ村民に声をかけて住民サービスに努めて

います。ただですねやはり限界ありますし、

課をまたいだ横断的なサービスはできないと

いう状況です。

うちの村はですね、他の大きな市町村と市

と違って受付を作ってもそこに人が常時来る

わけではないというのはもちろん承知のうえ

です。ただ受付も業務とした兼務の方がです

ね、やはり入り口近くにあって住民の受け付

けはそこですると、そして各課に引き継いで

いく。そういったことがですねこの顔と顔が

わかっているうちの村ではよりやりやすいと

思うんですよね。窓口に行けば、あの人がい

ると。その人に相談すれば全部こう「あっち

行けばいいよ」「こっち行けばいいよ」「こう

ですよ」と教えてくれる。そういったですね

サービスができないかと。

今村に入っていきますと、なんとなく挨拶

するようなしないような、目が合えば挨拶を

する、しない。ちょっとですねそのあたりも

住民の中ではなんで挨拶もないんだという方

もいらっしゃいます。仕事しているほうも忙

しく仕事してますので全部が全部ホテルのよ

うな対応はできないにせよですね、こういう

住民サービスをするんだという体制を含めた

方向性を明確に示していくっていうのは大切

なことではないかなというふうに思っていま

すが、村長の考えをお伺いしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

いろいろな申請業務に関しましては議員ご指

摘のとおり、一つの窓口で完結させることは

できない状況になってます。ただ、相談を受

けた事項に関しましては責任を持って担当課

へ案内する、または複数に渡る場合は担当課

を呼んで一か所で申請していただくよう指導

してございます。先ほどのむらびと条例のこ

ともありますが、住民目線で仕事をしていく、

このことが職員にとって一番大事かと思って

ますのでそういった職員教育を含めながら今

後取り組んでまいりたいとそのように考えて

おります。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） このワンストップ窓

口の仕組みを作るっていうのはですね、職員

側も非常に助かることだと思うんですよね。

要は、今はどこにいったらわからない人がう

ろうろしている中でどう声をかけようかって

いう状態で、しかもみなさん仕事は忙しいわ

けですからご自分の仕事だけで手いっぱいの

中でそういう対応もしなければならないとい

う状況です。

ですので受付を作ってそこに人を配置する

ことでこれは職員の業務の軽減にもつながる

んですよね。住民サービスと職員の業務軽減

にもつながると。しかもそれほど業務量は多

くないと思いますので、ここは工夫だと思い

ますが、きちんと担当の方を作って人が足り

なければ臨時職員等も配置するとそういった

ことも検討していくべきではないかなという

ふうに思いますが、職員にこの今の現状の中

でなんとかしてサービスをよくしろというの

は酷ではないかと、新しい仕組みをちゃんと

作った中でサービスを提供していくというこ

とが大事じゃないかなというふうに思います。

再度お伺いします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 今の役場の人員体制
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からいくと専門の窓口というのは設置できる

状況にはございません。ただその仕組み作り

という点ではどういった仕組み作りができる

のか、ここは検討する値があるとそのように

思ってますので、４月が一つの目処になりま

すけどそういったことができるかどうかの検

討は４月までにしてまいりたいとそのように

考えております。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） この人事の権利とい

うのは村長の選任事項、専決事項ですので村

長の英断というかがあればできることであり

ます。もちろん今現状で本当に仕事がない職

員は一人もいないというふうに思っています

が、新たに雇用するということも考えられる

んじゃないかなというふうに思っています。

最後にもう一度確認の意味でお聞きしてこの

質問を終わりたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 村長の一存で人事や

れるわけですけど、そこは全体の仕事量です

とかいろいろ配慮しなければならないことご

ざいますので、先ほど申し上げましたように

そういうのができるかどうか、そういった仕

組みが可能かどうか、そのことは検討いたし

ます。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 質問の２に移ります。

ジビエ工房森のめぐみについてです。質問の

主旨を最初に述べさせていただきます。村の

有害獣、農業被害の対策は農地を柵で囲むの

ではなく狩猟によってコントロールをしてい

くという方針を決定して、村は 2012 年４月

に野生獣処理解体加工施設ジビエ森のめぐみ

を字占冠に建設して、すべての有害駆除の鹿

もこの施設に持ち込まれることになりました。

これによって他の市町村と違って狩猟後に

写真を撮ったり尾っぽを切ったりしてその確

認さえできれば有害駆除が出るということで

はなくって、うちの村はすべての鹿をこの施

設に持ってこないとそのお金が出ないという

ことになりました。これによって放置がなく

なって衛生上、またヒグマの誘因の可能性も

低くなって住民の安全性は高まったというふ

うに私は考えています。オジロワシみたいな

鳥もかなり見る確率が減りました。

またですね平成 26 年、2014 年には猟区が

設定されて、ガイドなしでは一般のハンター

が村内で狩猟することがなくなりました。こ

れは道内では西興部村と占冠村だけです。狩

猟免許を持っていても村に申請をしたり、ガ

イドをつけないと狩猟ができないということ

で、さらにですね銃を持った方が村内に入っ

てくるという住民にとっては、不安な部分が

ですね解消されて安全が確保される状況にな

っています。

そしてジビエ工房に持ち込まれた肉は処理

加工されて、鹿肉は全国的なジビエというブ

ームも手伝って順調に販路は拡大しています。

村内でもですね、湯の沢温泉やレストランで

人気のメニューというふうになっています。

村民の子どもたちも鹿肉が好きだという子ど

もたちも増えてきて食文化としても根付きつ

つあるというふうに考えています。施設の建

設には当初反対もありましたけれども、時代

の先を読んで思い切って施策を進めたことで

現在の状況があるというふうに考えています。

一方ですね農業被害の軽減についてはまだ

まだ不十分という声も聞かれて、農作物の種

類によっては防護柵と狩猟の併用も考えてい

くべきというふうに思っています。こうした

状況の中で、来年の春にもう５年を迎えるわ
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けですけれども、次の５年はどのように展開

していくのか村長のこれまでの総括と考えを

お伺いしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

ジビエ工房森のめぐみでございますが、エゾ

シカを主体とした資源活用による村独自の価

格追求、価値の追求をめざしたものでござい

まして、占冠村エゾシカ対策基本構想におけ

る狩猟環境の整備、これは猟区それから観光

資源そういったものを意味しております。そ

れと有効活用の促進そういったことを図るた

めの重要な施設であると認識しております。

エゾシカ対策基本構想におきまして猟区の設

定を終えたことから見直しを今指示しており

まして、今年度内もしくは来年度早々に新し

い基本構想を策定する予定となっております

ので、その中でジビエ工房の展開について示

してまいりたいとそのように考えてございま

す。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 次の質問にいきます

が、今年ですねエゾシカ協会のエゾシカ肉の

認証制度は廃止されました。ジビエ工房につ

いてはこの認証制度を受けておりました。新

たにですね北海道が運用するエゾシカ肉処理

施設認証制度ということが開始をしています。

道内では７つの施設が認証されましたが、村

の施設は認証されていません。占冠村のエゾ

シカがおいしいと知っている方がたくさん増

えていますので、「あれ占冠認証されていな

いんだね」という声も外部からも聞かれてお

ります。この制度の認証にはですね北海道Ｈ

ＡＣＣＰのＡ評価が必要になります。より今

よりも厳密な衛生管理の手法が必要というこ

とです。ジビエ工房森のめぐみも開設当初か

らですねＨＡＣＣＰ対応の施設ということで

したが、今後も安全で衛生的に管理された占

冠ブランドのエゾシカをＰＲしていくために

はこの認証を継続していくことは不可欠です。

現状と方向性についてお伺いします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

ジビエ工房につきましては、建設の段階から

北海道ＨＡＣＣＰ制度に対応した施設とする

旨を説明してまいりましたし、その考えは今

も変わっておりません。ただ、エゾシカ協会

や北海道のエゾシカ肉認証制度におきまして

は、施設設置者が認証を得るものでなくあく

までも利用者が認証を受けるものであるとそ

のことはご理解をいただきたいと思ってます。

建設当初から認証制度に対応する施設として

これからも定期的に維持・補修を進めてまい

りますし、エゾシカのエゾシカ協会の認証制

度よりも高度な施設改修が必要である場合は

同様に施設の改修も進めてまいりたいとその

ように考えております。基本的には概ね５年

に一度程度は重要な構造物、壁だとか床だと

かそういったことも含め点検して改修を行う

予定でございます。以上です。

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 最後に確認をさせて

いただいて終わりたいと思うんですが、現状

の施設でそれほど大きな改修をしなくてもこ

の北海道ＨＡＣＣＰは取れるというふうに私

は聞いております。もちろん認証制度を取る

のは運用している者なんですけれども、やは

り村としてこの認証制度は大きな影響を及ぼ

しますので、村としてこの認証制度を取るべ

くして進めていくというふうにお考えと確認

をして質問を終わりたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。
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○村長（中村 博君） ジビエ工房も建設前

から商工の関係者、観光協会の関係者から衛

生的な施設を作ってほしいと、良い肉を作り

たいとそういう要望があっての建設でござい

ますので、施設についてもそれなりの整備は

進めてまいります。以上です。

○議長（相川繁治君） ここで午後１時まで

休憩いたします。

休憩 午前 11 時 56分

再開 午後 １時 00分

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。一般質問を行います。

６番、五十嵐正雄君。

○６番（五十嵐正雄君） ちょっと議長にお

許しをお願いしたいんですけども、マスクし

てやっていいですか。話し中に咳が出て他の

人に唾液飛んでも悪いので。ちょっと風邪ひ

いてまして、途中で咳出たりしてですね中断

することがあると思いますけども何点かに渡

って質問をいたします。

まず１点目は木質バイオマス生産組合の薪

生産の拡大についてです。これらの取組みに

ついては当初湯の沢温泉に薪ボイラーの導入

が図られ、現在中央スキー場、それからミナ

トマム、道の駅にいってそれぞれ薪ストーブ

が設置され利用されております。また星野リ

ゾートにおいてもですね、薪の注文がきてい

るというふうに聞いております。また一部で

はありますけども、個人の家でも村が生産す

る薪を利用している家庭も何軒かあるという

ふうに聞いております。現状の薪生産の規模

ではですね、雇用の拡大とかまた労働条件の

向上や定住人口をこの事業を取り組むことに

より、一人でも二人でも増やしていくとこう

いった初期の目的、こういったものがなかな

か成果として大きく上がっていないというの

が現状だというふうに思います。取り組みは

してもですね、まだ年も浅く全体的に事業が

スムーズに進んでいないということもありま

すけれども、今後の見通しについて村長の考

え方を伺います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 五十嵐議員のご質問

にお答えいたします。現状では議員ご指摘の

とおりの認識でございます。今後につきまし

ては各公共施設について昨年同様の納入を予

定しております。また、星野リゾートにおか

れましては前年比約２倍の60立方の予約が入

っているとのことでございます。現在進めて

いる地方創生の中で林業６次産業化の取組み

がございまして、その中で札幌市内の一般住

宅への売り込みを計画しており、販路につい

ては拡大する見込みであるとそのように聞い

てございます。以上です。

○議長（相川繁治君） ６番、五十嵐正雄君。

○６番（五十嵐正雄君） 現状の認識につい

ては我々議員も村長、村のほうの考え方につ

いては大きく変わっていないということであ

ります。やはり今後のことを考えればですね、

公共施設への積極的な薪ストーブやボイラー

の導入をしていかなければ、なかなか初期の

目的を達成するということは困難であるとい

うことであります。６次産業化の中でこれら

は薪の生産拡大については札幌方面等にもこ

れから導入を図っていけるような取り組みを

していきたいというような話もされておりま

すけれども、やはり地元で一貫した取り組み

と思いきった施策そういったものを進めてい

かなければなかなか進んでいかないというふ

うに思っています。先ほどの答弁もありまし

たけれども、再度そのへんについての考え方

を伺います。
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○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

木質バイオマスのエネルギー導入でございま

すが占冠村総合計画、平成25年から平成30年

の計画期間でありますが、その中の三大重点

目標の一つでございます。そのことにより薪

生産による木質バイオマス資源の活用そうい

ったことを進めてきておりまして、具体的に

は湯の沢温泉への薪ボイラー、村民の理解と

促進を図るため、道の駅・村営スキー場への

薪ストーブの設置、それから木質バイオマス

エネルギー導入促進事業による薪ストーブの

購入費への助成、そういったことにより薪の

需要拡大に向けた取り組みを行っております。

先ほども申し上げましたが、本当に徐々に

ではございますけど、薪の需要は伸びてきて

いるとそういった報告も受けております。今

後公共施設への薪ボイラー、それから薪スト

ーブの導入につきましては現在策定中である

公共施設等総合管理計画それを勘案しながら

導入について引き続き検討をしてまいりたい

とそのように考えております。以上です。

○議長（相川繁治君） ６番、五十嵐正雄君。

○６番（五十嵐正雄君） 今村のほうでは公

共施設に導入すべく公共施設の管理計画を将

来的に議論されているとこういう答弁であり

ます。過去にですね薪ボイラーの取組みの過

程の中でとま～るか、今の小規模多機能施設

あそこに残念ながら地熱を利用した新たなエ

ネルギーということで導入されました。多く

の人たちは当然あそこで薪ボイラーが設置さ

れてくるだろうというふうに思ってましたけ

れども、残念ながらいつの間にかですね、地

熱ということで議会も乗せられてしまってそ

こに進んでしまったという経緯があります。

問題はいろんな取り組みの中で全庁的な横

断的なですね、こういった取組みをしていく

という庁内の合意形成をやっぱりきちんとし

ていかなかったら、それぞれの課で総合開発

計画を進めていくんだけども、それが線にな

っていないという過去の反省点があります。

ですからそのへんについてもですね、十分気

をつけながら全庁的な、庁内で取り組めるよ

うな体制を確立していって、そういった公共

施設の管理計画の中に導入を図るべく、意思

統一を図って進めていく。結果として計画の

中に出てくると、こういうことをやっていか

なければならないというふうに反省も実はこ

ちらとしてはしているところなんです。そう

いった取り組みをですね、まず今の村長の答

弁でもありましたけれども再度、そのへんに

ついての全庁的な取り組みについての、村長

としてどういったことをしていくのかを考え

方を伺います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

現在庁内の中には新エネルギーに導入に関し

ましてプロジェクトチームが存在してます。

その中で新エネルギーについては検討しなが

ら進めてまいりたいとそのように考えており

ます。以上です。

○議長（相川繁治君） ６番、五十嵐正雄君。

○６番（五十嵐正雄君） 次にですね、この

間も言いましたけれども、この事業に従事し

ている労働者というのは大きく２名なんです

よね。そこで働いている人たちの労働条件っ

ていうのは残念ながら村が関与している事業

の割には低位な労働条件の中で働かされてい

る。また、先の見えない状況の中で働かされ

ているというのが今日の実態です。

前にも申し上げましたように、結婚適齢期

の人が今の賃金じゃとてもじゃないが結婚で
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きるような状況にないということを家族から

も強く実は言われていた経過があります。で

すからもう少しそのへんはこの村で住んでよ

かったなと言えるような職場環境にしていく。

また、これをやっている地元の事業体、３事

業体がこの取り組みを直接やっているわけで

すけれども、そういったところに対する指導

等含めてですね、やはり村としてもせっかく

の村の大きなこれから将来に向けた取り組み

をしていくわけですから、この中で労働者の

そういったやる気、生きがいができるような

事業展開っていうのが必要だろうというふう

に考えています。このへんについての村長の

考え方、決意を伺いたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 薪生産を担っている

事業体でございますが、賃金をはじめとした

労働条件の改善にあたっては、まず企業の収

益の将来に渡って安定的に確保し、先が見え

る経営基盤を築いていくことが必要と考えて

ます。中でも販路の拡大については今後の経

営にとって特に重要であると認識しており、

現在進めております林業６次産業化の取組み

において、地域商社を立ち上げて村内事業者

とともに村の資源を活用した商品開発・販売

促進を行い、企業業績を向上させていく中で

労働条件の改善に貢献してまいりたいとその

ように考えております。販路拡大に向けては

村としても引き続き支援してまいります。以

上です。

○議長（相川繁治君） ６番、五十嵐正雄君。

○６番（五十嵐正雄君） この問題について

は、方向性等々問題点も明らかになっている

というふうに思ってます。やはりこういった

大きな事業取り組んでいくにあたっては、林

業振興室を中心にしてやっているわけですけ

れども、まず林業振興室の中で職員間同士十

分その方向性を確認しながらやっていかなか

ったらなかなか全体的な方向、そして事業体

の指導育成そういったとこに繋がっていかな

いというふうに考えています。ぜひですね林

業振興室を中心にして、まず林業振興室で室

長を中心にしながらいろんな問題点、課題を

職員みんなで共有しながら進んでいくような

体制を作っていただくことを望みたいという

ふうに思っています。

次の問題点に、質問に移っていきたいと思

います。２番目の問題、自治体職場に労働安

全・労働衛生指針の確立をということで、こ

れらについてはですね、６月の定例議会で一

般質問をいたしました。村長の答弁では、当

時３件ほどの公務災害が立て続けに起きたわ

けですけれども、各課に仕事の内容等を点検

し、課題や問題点を整理してですね、村の安

全・衛生委員会、庁内連絡会議などで対策を

講じてまいりますとこういう答弁をいたしま

した。この間どのような取り組みをしてきた

のか、まず伺いたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

本件に関しましては、公務災害のあった職場

に対しまして事業内容の見直しと改善、また、

庁内連絡会議の中で再発防止の徹底を指示し

ております。ただ、衛生委員会の中での協議

はいまだなされていませんが、今後職場点検

の結果のもと年度内に開催しまして対策につ

いて協議していく予定になっております。以

上でございます。

○議長（相川繁治君） ６番、五十嵐正雄君。

○６番（五十嵐正雄君） 状況は分かりまし

た。今の職場の状況をなんですけれども、自

治体職場ではとりわけＯＡ化が進行してです
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ね、人間性が失われ心の病に侵されている人

が多く出てきております。本来このような合

理化というのは労働を軽減し、人間性を取り

戻すためのゆとりの合理化であるはずです。

ところが実態はそういう状況になってなくて

ですね、生産性だけを求めた結果、人間性が

失われ、メンタルが侵される労働者が増えて

きているというのが現状です。道北のある自

治体では優秀な青年労働者がですね、自らの

命を絶つという痛ましい事件がありました。

このような事件をなくすためにはですね、

我々が常に言っているように職場の中に労働

安全や労働安全衛生の指針を職場に確立して、

働きやすい人間味のある職場を確立すること

はですね、当然事業主・雇主としての義務で

あります。こういった痛ましい事故をこの職

場の中から出さないように、小さな労働災害

ももちろんのことそういったものにきちっと

向き合っていくということをしていかなけれ

ば、結果として職場の中で想定もしないよう

な大きな事故や自らの命を奪ってしまうよう

な痛ましい事故につながっていくという今の

職場実態の状況です。このへんについて村長

の責任ある考え方を伺いたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

役場を見ますと職場環境の変化、それから役

場自体の仕事の内容の複雑化・多様化そうい

ったものがみられまして、メンタルヘルスの

メンタル不調による職員の休暇・退職が見受

けられます。働きやすい職場の確立は重要な

課題であると認識しております。

この中でメンタルヘルス不調の未然防止策

といたしまして、本年９月にストレスチェッ

ク制度を実施しております。自身のストレス

状態を知ることにより、ストレスへの対処、

医師との面談による助言、業務内容の見直し、

軽減措置の要請による環境改善と職場分析に

よる職場環境の改善等が期待されております。

ただ、プライバシーの観点から個人のストレ

ス状況を把握することはできませんが、職場

分析の結果を検証して職場環境及び業務内容

の改善・見直しをしてまいりたいとそのよう

に考えております。先ほど職員の休暇と言い

ましたけど休職の誤りですので訂正いたしま

す。以上です。

○議長（相川繁治君） ６番、五十嵐正雄君。

○６番（五十嵐正雄君） 重要であるという

認識はそんなに変わってないと思うんですけ

ども、正直見ていて今の役場の職場の中は、

残念ながら非常に仕事が優先されていて、そ

ういった職場の環境を見直すといった状況に

はないと。要するに村長や副村長だけが労働

安全のすべての責任者じゃなくて、それぞれ

の課長が課の中にいる一人一人の働く人たち

の健康状態やそういったストレスチェックそ

ういったものをですね、見れるようなものの

考え方そういったものがなければ残念ながら

なかなか職場には根付かないと。今のうちの

村の職場がそういう状況だろうというふうに

考えています。

ですから、やはりまず村長中心にして副村

長中心にしてですね、課長の一人一人がこう

いった問題をきちっと認識して働く人たち一

人一人を大切にしてですね、どういう状況に

あるのかということを見れるような管理者に

なっていかなかったら仕事はできる・できな

い以前に職場環境変えていくことはできない

というふうに思っています。そのへんについ

てですね、やはりきちっとした組織的な取り

組み体制を職場に作ることが労働安全や労働

衛生の指針作りなんです。その中でそれぞれ
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の人たちの任務を明らかにしながら職場の中

からそういった人たちをなくしていく、そう

いった取り組みをしていくっていうことなん

です。そのへんについてなかなかこの間ずっ

と質問してても出てこないということが、や

っぱり職場の中には会議の中で言ってこうい

うこと気をつけようと言って終わってチェッ

クがされていない。そして新たな動きが出て

こないというところに問題があるというふう

に思っています。

再度このへんについて、やはり管理職含め

た共通の認識に立って一人一人の職場の労働

者を大切にしながら働きやすい環境をどうや

って作っていくのかとそういったことをやっ

ていかなかったら、今言ったように休職する

人や退職していく人が出てくるという職場に

なってるということが明らかなんで、そのへ

んについての考え方について最後村長の決意

を聞いて質問を終わらせたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） メンタルヘルスにな

る要因としていろんなことが考えられるわけ

です。先ほども言いましたように職場環境の

変化ですとか、公務員の仕事そのものの内容

も変化し、求められるものも変化しておりま

して、なかなかそれについていくのも大変と

いう状況で、職員には無理なことを指示して

仕事をやっているそのこともございます。た

だ一つの動きとして今年初めてストレスチェ

ックをやりました。このことがそういった職

場環境の改善、見直しそういったものにつな

がっていくものと考えておりますし、村役場

全体の労働環境を知ることにもなりますので、

ここは管理職含めてどういう状況なのか共有

しながら改善策を検討していきたいとそのよ

うに思っております。以上です。

○議長（相川繁治君） 次に、２番、木村一

俊君。

○２番（木村一俊君） 発言のお許しをいた

だきましたので何点かお尋ねいたしたいと思

います。12月の広報によれば10月末、住民基

本台帳登録数は外国人の方を除き1106人とい

うことです。減少の勢いがなかなか止まりま

せん。いつまでも住民が安心してこの村で暮

らし続けることができるような施策が求めら

れております。

11月19日の朝刊でＪＲ北海道が現在の全営

業区間の半分に当たる10路線、13区間をＪＲ

単独では維持が困難な路線と位置付け、抜本

的な見直しを進めると発表しましたと報道さ

れたことは驚きをもたらしました。2020年春

までの合意を目指すということで、詳細・細

部についてはこれからの推移を待たなければ

なりませんが、毎日関連記事が掲載されてい

る状況は事の重大さが改めて認識できます。

今回村は直接的には該当しなかったわけです

が、これからいろいろな関連してくることが

予想されますが、この報道に関して村長がは

じめに受けた感想というかそれをまずお聞き

いたしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

11月、新聞報道の前の日、18日にＪＲ北海道

がＪＲ単独では維持が困難な路線として10路

線、13線区を発表しました。この区間には根

室線の富良野―新得間が対象線区として含ま

れておりまして、村内においてもトマム地区

の高校生が通学する区間にあたる、そういっ

たことから村としてもなんらかの行動を取ら

なければならないそのように思っております。

以上です。

○議長（相川繁治君） ２番、木村一俊君。
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○２番（木村一俊君） 今回の発表では廃線

によるバス代替代行と、上下分離方式による

自治体負担ということが具体的な内容になる

わけなんですが、私が思うにはですね、村の

基本的交通体系でありますまちづくりに大事

な村営バスの運行について考えるにあたりま

して、先ほど村長が答弁されたようにですね、

やっぱり落合駅がトマムの住民の方にはかな

り影響はあるわけでして、その他にも下金山、

金山の駅が廃止になればバス代行ということ

になればですね、やはりこのときに基本的に

より便利な効率的なうちの村の村営バスの運

行体系っていうのをもう一回考えていかなけ

ればならないのではないかと思ったりですね、

その他にも今話題になっておりますが、旭

川・十勝道路建設にもかなり影響があるので

はないかと推測されますし、村とともにです

ね今あの広域連合を構成しております１市３

町が対象となりますので、上下分離方式の自

治体負担をＪＲ側と話し合う当事者として、

富良野広域連合があたるということは実際的

には考えられないのかとかですね、これから

観光客のルートに与える影響があるのではな

いかとか私なりに思いますが、このようにい

ろいろな分野に間接的に影響が出てくると思

われます。ですから村としてどのような影響

があるのかその分析や、一応対応、対策を練

るということは大切なことであって、早い方

がいいと私は思いますが、村の対応の方針に

ついてですね、村長の考え方をお聞かせ願い

たいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 根室線につきまして

は関係する沿線で対策協議会作っております

ので、占冠は今までそれに参画しておりませ

んけど、そういう協議会にまず入って要請活

動等を進めてまいりたいと考えております。

それからもうちょっと大きな枠で上川総合開

発期成会というのが上川管内全市町村入った

組織がございますけど、その中で取り組みを

進めていく方向でありますので、村としては

その２つの協議会、それから期成会の中で運

動を展開してまいりたいとそのように考えて

ございます。以上です。

○議長（相川繁治君） ２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） 大きな枠というかそ

ういう枠での期成会に参加、協議会に参加と

いう方針は今説明あったところで理解できま

すが、もっとより詳細な対応というか村の内

部での対応をしたほうが考えた方がいいのか

なということで質問したんですが、そのへん

に対してはどうでしょうか。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 村内部の対応という

ことは役場内での対応という意味ですか。一

つは村営バスございますけど、現在委託して

運行しております。住民からは使い勝手があ

まりよくないというご指摘もありますので、

一つは村営バス含めた村内の交通体系は見直

す時期にきていると、デマンド交通含めてで

すね、そう考えております。ただこれも委託

先もございますのですぐにとはいかないと思

いますけど、そういった交通体系の見直しが

必要であるとそのように考えております。以

上です。

○議長（相川繁治君） ２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） いろいろな面で影響

が出てくると考えられますので、やはりプロ

ジェクトチームとはいいませんがやはりいろ

いろとアイディアというか対応できる方策は

早めに考えた方がいいと思います。

次にですね、先の台風被害の影響による国
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道274号線の通行止めで村の通行車両は増加

しています。さらに日勝峠の代替路としての

道東道占冠・十勝清水間無料区間による村内

Ｕターン車の増加での混乱・混雑は目に余る

ものがあります。この原因については先ほど

村長が行政報告で触れられていました。そし

てこういう混雑は、これが村の道路というの

が幹線道路の役目を担っているということの

裏返しでありまして、物流・流通を守るため

にも来年秋と言われております日勝峠、日勝

復活までの役割、きちっとこの役割を果たさ

なければならないと考えます。スムーズな通

行を図り、同時に車や人が村に立ち寄り村商

業の振興・発展や村の観光資源に結び付ける

ためにＵターン場所の設置や道の駅周辺のま

ちづくりを進めていかなければならないと考

えますが、村長の考えをお尋ねいたします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 行政報告で申し上げ

ましたように、Ｕターンによる交通事故、そ

れによって村民が巻き込まれる心配もござい

まして対策会議を２回開いておりますけど、

なかなか根本的な解決策が見つかっていない

状況でございます。

一つ転回場所につきましては、これもいろ

んな要因がありまして現在はなかなか理解を

得られない状況でもございますが、いずれに

しましてもこれから冬季間は冬季間で冬の交

通事故心配ですけど、春から夏・秋にかけて

は観光シーズンでもありますので転回場所含

めてですね、再度検討していかなければなら

ないものだと考えております。

それから道の駅周辺のまちづくりでござい

ますが、駐車場も狭いそういったことから道

の駅でのＵターンする車もかなりの数はいま

すけど、ゆとりのある場所にはなっていませ

ん。あそこを広げていくには周りに村有地が

ない、現在村有地ではなくて民間の土地でご

ざいます。加えて農地ということもあります

けどなかなか取得するのも困難な状況でござ

います。ただ、そうは言っても現状、道の駅

周辺を中心にお客さんも大半があそこに入る

わけですから活性化していかなければならな

いと考えております。

日勝峠開通まで数えてみますと10か月あま

りでございます。開通後お客さんが減ること

が予想されますので、この10か月間の取組み

というのは重要であると考えております。積

極的な商品展開ですとか満足度の高い料理の

提供、そういった１年先を見据えた取り組み

に村としても期待いたしたいと考えておりま

す。そこで商工観光の中心組織であります、

商工会ですとか、観光協会からご提案をいた

だいたり、ご協力いただきながら積極的に支

援を講じてまいりたいそのように思っており

ます。以上です。

○議長（相川繁治君） ２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） かなり難しい対応し

なければならないんで大変でしょうけども、

やはり今たくさん来ていただいている今がチ

ャンスなんで、やはりこのことをですね、ま

た開通後も来ていただけるような対応を急い

でなるべく急いでやってほしいと思います。

やはり通行車両の増加により救急車の出動

がかなり多くなってきております。先ほどの

長谷川議員の質問の回答、答弁にもありまし

たが、やはり土日には救急車で対応してくれ

ということなんで、ますます救急車のあれが

大事になってきますね。それでですね、11月

７日の新聞報道に総務省消防庁の発表として、

過疎地域や離島を対象に、出動する救急車１

台に救急隊員３人以上の乗務を義務付けてい
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る現行基準を来年４月から緩和し、３人のう

ち１名は「準救急隊員」に任命した自治体職

員や消防団員らをあてることも可能にすると

いうことを示しました。このことに関して村

長の考えをお尋ねいたしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

ご質問のとおり消防庁は平成28年11月に消防

法施行例の一部を改正する政令について意見

募集を行っております。救急業務の空白地域

を解消して発生を防止するため特定の条件、

不利地域における救急隊の編成について、よ

り柔軟な選択を可能とすることとして準救急

隊員の導入が示されました。

本村の救急隊の現状として救急隊の編成に

支障をきたしている状況ではありませんが、

今後の人口減少、財政状況をみると医師・看

護師・役場職員等による準救急隊員の必要性

も考慮すべきと考えておりますが、現時点で

は人材育成、実施計画の策定など未確定な部

分も多くありますので、消防等の関係機関か

ら情報を収集するとともにこれの動向を見極

めてまいりたいとそのように考えております。

以上です。

○議長（相川繁治君） ２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） 次の論点に移りまし

てですね、国民健康保険制度改正が村に与え

る影響についてお聞きいたします。国民健康

保険は被用者保険に加入できなきない国民す

べてを対象にその疾病や負傷などに給付を行

う制度であります。小規模保険者が多く、高

齢者が多く、医療費が高い、低所得者が多い

という構造的な問題を抱えております。この

国民健康保険制度が2018年度から大きく変わ

ります。運営主体が北海道となり、規模拡大

により財政基盤を安定させ、市町村間の保険

料格差を平準化させて持続可能な制度にして

いくという目的で北海道が財政運営の責任主

体となり、国保運営方針に基づき事務の効率

化・標準化・広域化を推進していくという方

針が取られるということになります。

２月２日道新に移行後の保険料試算額につ

いて記事が掲載されました。所得200万夫婦

２人のモデル世帯における保険料比較という

ことで、幌加内町では16万5600円であった年

額保険料が37万4300円と実に2.26倍を超える

増加率であり、占冠村では29万2200円の保険

料が標準保険料37万900円と、実に７万8700

円の増加、伸び率で言うと27％という試算額

になるという資料でありました。保険料が増

加するのが93市町村でこのうち３割以上上が

るのが20市町村という試算です。これまで国

保会計の赤字分を一般会計から穴埋めして、

保険料が抑えられていたということがその大

きな理由として挙げられております。実際の

保険料決定あと２年後ですか、にはいろいろ

と激変緩和措置がなされ、市町村の意向も反

映されることで安くはなると思いますが、負

担が増すことは確実な状況であります。大ま

かな対応とこれをどのように考えているのか

まず村長お尋ねいたしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

国保制度に関しましてちょっと重複するとこ

がありますけど2018年度、平成30年度から国

保の運営が市町村から都道府県へ移ることに

伴いまして、市町村は道に国民健康保険事業

費納付金を納め、道は国からの交付金や市町

村からの納付金により医療費を支出すること

となります。今後は道が算定する納付金の額

が市町村の保険料決定の基準となり、また将

来的には現在市町村ごとに異なっている保険
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料を平均的な水準に近付けていくこととされ

ています。

先ほどモデル世帯の保険料が議員のほうか

ら報告されましたけど、保険率・占冠村での

保険率を申し上げますと医療分の所得割で現

行5.5％に対し8.82％、資産割で現行38％に

対し60.6％、均等割で１万７千円に対し１万

8779円、平等割で２万３千円に対し２万3536

円となっています。支援金分、介護分につい

ても同様に現行より高い率になっています。

失礼しました。平等割のところで２万３千円

に対し２万3356円にちょっと訂正してくださ

い。いずれにしても現行より高い率になりま

す。そこで今道の措置といたしまして激変緩

和措置、それから保険者努力支援制度、そう

いったものがございますのでそういったもの

を取組みながら村の保険料を抑えていきたい

とそのように考えてございます。以上です。

○議長（相川繁治君） ２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） 道の対応というか激

変緩和措置だとかそういったことで対応して

いくという答えだったんですが、やっぱりあ

の保険料算定にはですね、かかった医療費と

いうかそれも関係してくるんで、やはり病気

になるべくならないような予防対策というか

そういうのを村であげてやっていくとかそう

いったような施策は考えていないのかどうか

そのへんのことをまず尋ねます。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） もちろん医療費かか

らないようにするのが一番の方策でございま

すが、先ほど言いました保険者努力支援制度

というのがございまして、これは特定検診・

がん検診の受診率、それから収納率、保険料

の収納率の向上などそういった取組みに対し

評価されて、点数に応じて支援金が交付され

るもんのありましてこういったことも積極的

に取組んでいきたいと考えております。

今後でございますけど、まだ新聞発表され

たのは試算の数字でまた動く数字でございま

す。今後、試算結果を受けまして村の国保運

営協議会において委員のみなさんに内容を十

分説明申し上げまして今後における運営協議

会の中で議論をいただきながら平成30年度に

向けて対応していきたいとそのように思って

おります。以上です。

○議長（相川繁治君） ２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） 今回のこの国保の改

正はですね、一般的な見方なんですが都市部

は割と保険料下がることが多くて、結局小さ

い郡部に負担を押し付けるようになると思う

施策だと思うんですよね。それで機会があっ

たらこれはよくないということを、村長、機

会があったら言ってほしいんですがそのへん

の考えについてはどうですかね。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 制度そのものの狙い

というものはもっともなところもございます。

ただ占冠に照らし合わせて今現況からみると

かなり高くなるわけですけど、そういった制

度もう少し勉強したうえで考えていきたいと

そのように思っております。以上です。

○議長（相川繁治君） ２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） よろしくお願いいた

します。最後にですねＤＭＯについてお尋ね

いたします。新規就農政策の停滞に見られる

ように、基幹産業である村の農林業の状況は

今一つ元気がありません。道の駅や占冠ＩＣ

の混雑、交通量の激増をみても観光というも

のをエンジンにして村の商業・産業振興を図

ることが即効性を持った効果的な施策ではな

いかなと私は思っています。
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この観光の分野における取組みは地方創生

に資する有力な方策の一つとして今大いに期

待されているところです。国においてもま

ち・ひと・しごと創生総合戦略において各地

域が魅力ある観光地域づくりを自立的・継続

的に実施するための推進主体として日本版Ｄ

ＭＯが必要であると示しています。この日本

版ＤＭＯはマーケティングに基づく観光戦略

の策定推進や地域内の幅広い関係者との合意

形成など観光事業のマネジメントを担う機能

であり、組織であります。観光客を呼び込み、

観光による地方創生を果たすことが大きな役

割です。

村の状況をみれば2015年の富良野地方と美

瑛の観光客数なんですが、富良野市では188

万人、美瑛町では170万人、占冠村でも132万

8800人、中富良野町では104万人ということ

で、特に占冠村では前年同期比では13.4％と

一番の伸びという状況であります。村の観光

施策は今が一番大事な時期であると思います。

９月の議会でもＤＭＯについてはお聞きいた

しましたが、その時の答弁では富良野・美瑛

広域観光圏における富良野地域連携ＤＭＯに

参加するので、村単独の地域ＤＭＯの設置・

登録は考えていないと答弁されていましたが、

この占冠版地域ＤＭＯの設置意思についても

う一度お聞きいたしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

日本版ＤＭＯは地域の稼ぐ力を引き出し、観

光地経営の視点に立って観光地域づくりのか

じ取り役として戦略を着実に実施するための

調整機能を備えた法人で、登録５要件を満た

す必要があります。組織要件としては法人格

の取得や、ＤＭＯの実績について対外的に最

終的な責任を担うリーダーが明確化されるこ

と、データ収集・分析を専従で行う専門的な

知識とスキルを持つ人材の確保が求められて

います。また、自律的・継続的な活動をする

ための安定的な運営資金が確保されることも

その要件とされております。

登録の枠組みは３区分ありますが、お尋ね

の地域ＤＭＯは村内全域を一体とした観光地

域としてマーケティングやマネジメント等を

行うことにより観光地域づくりを行う組織で

あります。登録にあたってはこれまでの観光

振興の多様な関係者の巻き込みが不十分、各

種データの収集分析が不十分、民間的手法の

導入が不十分との課題を日本版ＤＭＯの形式

確立により地域住民を含めた多様な関係者を

観光地域づくりに巻き込んだうえで民間手法

の導入により実現しようとするものです。

観光庁が示す地域での導入プロセスでは、

関係者での議論は行政主導ではなく事務局を

中心に民間主導で行われることが望ましいと

され、まずは事務局となる法人を定め、その

主体を担う人材を特定することが必要とされ

ています。候補法人の組織は基本組織の役割、

機能強化や統合も可能ですが、これだけの活

動を継続して担っていける法人は村内におい

ては現状難しいと考えております。村の観光

事業者を代表するＮＰＯ法人占冠むらづくり

観光協会においても、広域連携の地域連携Ｄ

ＭＯの中でその一翼を担っており、協会内で

も地域ＤＭＯ設立へ向けた動きは出てきてい

ないかと思っております。こうしたことから

現在、村・観光協会が参画しております広域

連携による地域連携ＤＭＯの取組みを進める

中で、村内事業者にも積極的に人材育成を進

めていただき、村の観光事業の磨きあげにつ

いて取組んでまいりたいこのように考えてお

ります。以上です。
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○議長（相川繁治君） ２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） 占冠版は無理だとい

うお話なんですが、村における地方創生に関

する政策として３月に占冠村まち・ひと・し

ごと創生総合戦略を策定しました。その中で

１番、地方における安定した雇用を創出する。

２番、地方への新しい人の流れを作る。３番、

若い世代の結婚・出産・子育て。４番、時代

にあった地域づくり。という４つの基本目標

を掲げました。このうち雇用創生、雇用創出、

交流人口・移動人口の増加を図る。地域づく

りはまさに日本版ＤＭＯの活動において果た

される成果として大いに期待できるものだと

私は思っています。

だから村の地域ＤＭＯは必要でないのかな

っていうことなんですが、それはちょっと置

いておいて、以前行政報告で村長が島根県海

士町に行かれたということが書かれていまし

た。この地は地方創生の先進地として著名な

ところで、全国自治体からの視察が殺到して

いるところと聞いております。村長が実際に

見聞した感想と村の地域創生施策への、その

中で考えた、取り込みたいと考えたところが

ありましたらお聞かせ願いたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 昨年の10月に視察し

た島根県海士町は“ないものはない”のキャ

ッチフレーズで町おこしを行っています。町

づくりの柱を教育としておりまして、教育は

人づくり、人づくりは仕事づくりを推進し、

高校生の島留学により日本で唯一、学級数が

増えた高校で有名になりました。視察の時は

土建業から、肉用牛の繁殖から肥育への一貫

経営に経営転換された事業主、それから海士

町セミナーそういったものを継続開催してお

り、成功事例として紹介を受けました。これ

らは人が人を動かしてそこに人材が生まれて

ネットワークが形成される。そのことにより

異業種間の連携が広がってその効果が大きい

と。町づくり、村づくりに寄与しているとそ

ういったことを学んだところであります。人

づくりの重要性を改めて感じておりまして、

今行っている地方創生の中で人材育成を含め

た事業も取組んでいるところでございます。

以上です。

○議長（相川繁治君） ２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） “ないものはない”

ということでなきゃしかたないからなんです

か、独自でがんばろうということなんだろう

と思いますけども、やはりうちの村も人づく

り、そして組織を作ってですね、きちっとし

た今観光として売りだし中の村でありますか

ら、やっぱり頑張ってＩターンでもなんでも

いいんですけども、きちっとした人を作って

ですね、そして地域ＤＭＯをなるべく立ち上

げて、そして観光地域づくりにまい進してい

ってほしいと僕は思うんですが最後に村長の

考えを聞いて終わります。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 海士町の“ないもの

はない”というのはなんもないけどないもの

はない、あるんだという意味だそうです。や

はり何をやるんでも人が主体になって物が動

いて行く、そういったことから人づくりは大

変重要であると考えております。占冠版ＤＭ

Ｏでございますが、先ほど言いましたように

今は立ち上げるそういった条件下にない。人

であり、ものであり、いろんなその条件が揃

わない、そんな状況で今は占冠版ＤＭＯは考

えておりません。広域の中でやっていきたい

と思っております。

それから占冠の入込み、観光入込客、本当
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に大きな数字でございまして、このほとんど

がトマムリゾートと推測しております。いか

にトマムリゾートに来た人を全村的にといい

ますかこちらの地域に来ていただくか、そう

いった魅力づくりというものもやっていかな

ければならない、そのようにも考えておりま

す。就業人口等からみても占冠村の一大産業

でございますので、観光については村が進め

ると同時に、その観光に対しても支援、いろ

いろな角度から支援してまいりたいとそのよ

うに思っております。以上でございます。

○議長（相川繁治君） 続きまして７番、佐

野一紀君。

○７番（佐野一紀君） 議長のお許しをいた

だきましたので私の方から何点か質問をさせ

ていただきます。質問第１の双珠別ダムの放

流についてでありますが、一定規模の中で水

資源を利用しているダム、いわゆる利水ダム

が電力発電用と農業用水用と別れているとい

う。一般に河川の上流で放水の調整をしなが

ら必要な措置をとっておるのが治山ダムであ

ります。小規模のダムは何千とあるわけであ

りますが、そういう中で双珠別ダムの電力発

電用ダムが道内には32か所あります。農業用

水ダムの利水ダムが50か所、合わせて90か所。

利水ダム、治山ダムで32か所ということで双

珠別ダムについて一つ質問させていただきま

す。

双珠別ダムは電力用利水ダムということで、

放流についてはダムの操作規定によって、基

づいてダムからの放流時間、また放流量が立

方数なのか、おそらくトン数で出てると思う

けど、関係市町村、関係機関に通達されると

いうか、周知されて送られてくるんだと思い

ます。そこで、今あの今年の台風の被害等を

北海道、隣町の南富良野町ですが甚大な被害

を受けました。北大の湯元教授によれば大気

の地球温暖化によって、これから先洪水の危

険、気候変動の影響で道内の局地的集中豪雨

は増える傾向にあると指摘されております。

そういう中で双珠別ダムが局地的集中豪雨

等、最近の情報網をみればあらゆるアンテナ

から村もそうだと思いますが、情報が入って

くるんだと思います。そういう中で双珠別ダ

ムが治水ダムみたいな機能を水位の低い時に

治水を要して発電、放流ができないか。そう

すれば、要するに湯元教授じゃないけども集

中的、局地的集中豪雨は半径20キロ、直線で

いえば直径でいえば40キロですから、中央と

トマムはまるっきりすっぽり入るような状況

になります。ここがトマム河川、トマム側と

こちらの双珠別側からダムの合流して赤岩域

で水が飲みきれない、いわゆる逆流のバック

ウォーター現象が起きて戻ってくる。

そしてダムのその時点でダムにしては標準

値があるんだと思います。発電してるのが下

がるからいつでも放流はしないんだと思いま

す。そういう規定があるんだと思いますけど

も、今の情報網の中でこれから１時間後にこ

れから２時間後に150ミリ降る、200ミリ降る

っていうほとんど今の情報では当たってると

思います。そういう中で計画的にその水位の

低い時に双珠別ダムの放流ができるんであれ

ば、そういう災害に対してのリスクは軽減さ

れるんだと思います。そういう中で関係市町

村、関係機関、管理者は北電ですから、そう

いう中と連携を取りながらそういうことが可

能なのかどうかまずお伺いいたします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

事前放流の可能性でございますが、北海道電

力に対しまして下流域の安全を考慮した放流
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について毎年要請を行っております。双珠別

ダムは基準水位超えるまでは放流できない構

造になっておりまして、また右左府発電所へ

水を供給するため、一定の水位を確保しなけ

ればならない。以上のことから事前放流は困

難との回答を得ております。以上です。

○議長（相川繁治君） ７番、佐野一紀君。

○７番（佐野一紀君） その自然放流は困難

だということは北電が電力発電の出力、要す

るに発生出力落ちるからだめだというのか、

右左府発電所に送る水量が少なかったら送る

ことができないからだめだというのかどちら

なんですか。お答え願います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 右左府発電所へ水を

供給するため、一定の量を確保しなければな

らないというのがございまして、それで困難

であるという内容でございます。以上です。

○議長（相川繁治君） ７番、佐野一紀君。

○７番（佐野一紀君） 北電でそういうこと

であればダムの下に住居を構えて生活してい

る人がいつも洪水の危険性にさらされながら

も生活していることは仕方ないのかなとこう

思います。

それと質問の２番目に入らせていただきま

す。先ほど木村議員のほうからも質問があり

ましたが、今あの道央圏と道東圏を結ぶ物流

の幹線であります国道274号線いわゆる日勝

峠が台風被害によって法面の崩壊、道路の決

壊、橋梁の落橋等により通行止めが続いてお

ります。そういう中で、占冠インターから最

初、音更インターまでだったんですが、芽室

線のところが一時通行止めになったところが

開通したということで、今十勝清水インター

までの通行止めが続いていると。来年の秋ご

ろにはなんとか復旧するんでないかという国

土交通省道路開発局の話でもありましたが、

それまでの間にですね、交通量が誰に聞いて

も大型車で約40％って言ってましたね。増え

ましたと。乗用車については若干冬の時期に

なってレンタカーが減ったんで少し下がって

いると、こういうお話をしていました。

そしてまた村長も先ほどいろいろ関係機関

との話の中で、要するに開発局のあれですか

ここで迂回して、迂回したらだめですよとい

って人員配置してやっとるんですが、前から

きたらやっとってちょっと目離したらもうぐ

るっと回って100％あれをやってるかって、

この寒いのに頑張ってるんですけどね、ほと

んどの人がまず半分は無視してるんでないか

なと思います。そういうのが実態です。川添

でもそうですね。あの国道から曲がって除雪

してなくて、乗用車でも曲がり辛かったら、

地域住民が生活している生活圏まで入ってく

るんですよ。住宅の中、みんな家庭ではねて

るからそこ回って出ていく。そういうような

モラルの低さです。情けないと思います。

大型車、トレーラーについては宮下の伊藤

さんのところから鈴木仁太郎さんの地先のと

ころに入るんですね。大型トレーラーです。

そして玄関先ですよ、もともと村道ですから。

あそこだって住民が生活してる本当の生活圏、

お年寄りもいる。そういう中で大型トレーラ

ー通ってる。ひどいモラルの人は郵便局の交

差点の中でトレーラーで回ります。今簡単な

んですよ、回るの。後ろ３軸でトレーラーの

３軸でも上げることできるから１本だから抵

抗かからないからああいうところでも回りや

すいんですよ。そういうモラルの低さだと思

います。これが今年の冬場、来年の４月で６

か月間、これから５か月間ですか、やっぱり

交通対策はきちんとやらなかったらならない
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なと思います。3511日で死亡事故ゼロも途絶

えました。村、関係機関、住民含めて頑張っ

てきたわけでありますけど、また一からやり

なおすということで、それであの一番目に質

問する大事なことは赤岩トンネルです。

以前に僕も２年か３年くらい前に質問した

ことがあるんですが、赤岩の凍結、氷結問題。

中が凍っちゃって危険ですよってことで。今

またこっち側から行って入口、向こう側の出

口近くに２か所、天井から漏水してます。今

の時期でまだ厳寒期でないからそれほど凍っ

てないんですけども、融雪剤まいたりちょっ

としたとき除雪車の腹の下のあれで対応して

るようですが、関係機関は維持管理の関係か

っていったら村内業者だと思いますが、村の

そういう連携をとりながらいつそういう氷結、

凍結なって時期に関係機関に連絡したり対応、

速やかに対応してもらうために維持業者との

連携を進めていってもらいたいと思うんです

がいかがですか。お伺いいたします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） ご質問にお答えいた

します。双珠別ダムの件でちょっと補足申し

上げますけど、水害の際国会議員、道議会議

員、占冠にもみえられましてその際発電用の

ダム、北電ダムですけど事前放水について要

請した経過がございます。その時ですね、農

業用ダム、おっしゃってた農業用ダムそれか

ら発電用のダムは治水機能を持ってないダム

だとそれで事前放流は無理なんだというお話

がございました。無理であったとしても今回

の水害の例をみますと、やっぱり放流しても

らわなかったらだめなんだということを強く

要望しておりまして、道議会の中でもそうい

う目的をもったダムでも治水ができるような、

そういう制度改正をしなかったらだめだとい

うような話をされてましたけど、道や国のほ

うもそういった動きで取組んでいっていただ

けるものと思っております。

それから赤岩トンネルの関係でございます

が、浸水につきましては毎年北海道において

工事が実施されています。しかしなかなか浸

水が止まらない現状にありまして、ご心配い

ただいております天井部からの漏水対策とし

て年明け１月に道のほうで工事を実施すると

お聞きしております。また、維持管理では今

年度トンネル内に路面凍結注意の看板を設置

し、交通量が増大している道道占冠・穂別線

にはスリップ注意・スピード落とせなど注意

喚起の看板が増設されております。以上です。

○議長（相川繁治君） ７番、佐野一紀君。

○７番（佐野一紀君） １月になんか工事が

されるということでありますが、私も現場行

って何回も見てきております。トンネル内に

凍結注意っていう看板がかかってありました。

私の家の表札よりちょっと大きいようなあれ

でとても走りながらだったら見れないとこう

いう状況であります。それであれば赤岩の入

り口に電光掲示板あるんですよね。設置して、

あれに凍結注意とか通行注意とかって入れる

ことはできないんですか。ちょっと分からな

かったら分からなかったでよろしいんですが

お聞きします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） ちょっとどういうシ

ステムになってるか分かりませんが、道のほ

うに問い合わせを行います。以上です。

○議長（相川繁治君） ７番、佐野一紀君。

○７番（佐野一紀君） いずれにしても赤岩

トンネルは蛇紋系のトンネルですからおそら

くあの、トンネルの外側をトンネルの中から

見ることができないんでなんとも言い辛いん
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ですが、おそらく液状化かダスト化になって、

そして要するに排水溝詰まっちゃって漏って

くると、こういう状況で以前の時はもうトン

ネルの中、排水溝でトンネルの中走って赤岩

橋から落ちてたと、流れてたと、こういう状

況であります。

あそこには特にみなさんもご存知のように

原子番号33番ヒ素が含まれている。そういう

やつが自然河川に出ていく。まあ今日はそん

な話は通告してないんだからよろしいんです

が、そういうことにならないように１月にさ

れるということですから、いずれにしても関

係業者との連携をパトロールを強化してもら

って、連携を含めてそして何かあれば速やか

に土建管理ですか、あれに通報して重機入れ

るなり削って重大事故にならないようにやっ

ていただけないかとこのように思いますがい

かがですか。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 交通事故防止対策で

ございますけど、トンネル内を含めて薬剤散

布は昨年以上行っておりますし、今年度は焼

砂と塩カルにより朝と夕、２回に種類と回数

を増やしてその対策が講じられるということ

でございます。

それからパトロールにつきましても、道路

パトロールを週３回、除雪のためのパトロー

ル、これは雪見でございますが、ほぼ毎日実

施しておりまして、北海道でも適切な対応が

取れる状態にしております。村といたしまし

ても直接連絡等が入れば速やかに道のほうへ

情報を伝達して対応していただく、そういっ

た要請活動もしてまいる所存でございます。

以上です。

○議長（相川繁治君） ７番、佐野一紀君。

○７番（佐野一紀君） 質問を変えて２番目

の中央小学校の通学路についてであります。

国道237から小学校わずかの距離ありますけ

ども一応通学路ということで、大型車・大特

車があそこで曲がって、ぐるっと回って平和

工業のとこへ出ていく。それでなければ役場

の駐車場でぐるっとＵターンしてまた元のと

ころから出ていくと、そういうことが今頻繁

にみられます。調査かなんかの人がよくいる

んですがまったく無視だからどうもならんで

すが、通学時間帯については学校関係者、ま

た、交通指導員等が誘導と安全対策を講じて

いるんですが、交通規制で大型車通行止めと

か大特車通行止めとかってことはなかなかで

きないっていう状況なんで、啓発板等でここ

通学路だからだめだとか大型車少なくともご

遠慮くださいだとかそういうことはできない

んですか。お伺いいたします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

通学路対策につきましては、この間教職員・

交通指導員による街頭指導を全校集会での生

徒指導、交通安全パトロールの強化・要請、

学童クラブ後の対応強化等、村内全小中学校

の児童生徒には反射材付タックルバンドそう

いったものを配布しておりまして、子どもが

事故に巻き込まれないよう対応しております。

また、啓発板等につきましては平成25年度

に中央市街地の村道においては通学路・両面

表示板を12か所設置しており、ドライバーへ

の注意促進を図ってきておりますし、国道に

おいても標識の移設、徐行のお願いの啓発板

を設置しております。なお、大変遺憾なこと

ではありますが、交通法規を守らないドライ

バーもしばしば見受けられますので、児童生

徒に対しましても交通ルールを守るだけでは

なく自分で自分の身を守って安全に過ごすよ
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う指導をしております。以上でございます。

○議長（相川繁治君） ７番、佐野一紀君。

○７番（佐野一紀君） 冬期間そこの通学路

についても役場の前から除雪の雪が溜まり、

向こう側から道路側の雪も両脇に溜まってき

て道幅が狭くなってくる。そういう中で子ど

もたちが、児童が転んで巻き込まれたり、そ

して特に大型車とか大特車については乗用車

については前輪と後輪同じとこ通ってるんで

すね、大型・大特については内輪差っていう

のがあって前の車がこういったから後ろの車

がここ行くんでないんですよ。内輪差とかこ

っちのほう通るんですね。内輪差があって。

だから子どもたちが車の頭が変わったから大

丈夫だったって後ろの車が中側ですから内輪

差で。だから特にこの通学路についてはやっ

ぱりあのきちんと子どもたちの学校でもきち

んと教えていただくとか、やはり親御さんも

やっぱりあれしていくより交通規制なかなか

難しいという面もあるんで、そういうところ

はいかがですか。お尋ねいたします。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 通学路の通行規制と

いうのは難しいというかできない状況でござ

います。それから交通安全対策につきまして

は交通量も非常に増えているということで国

土交通省といいますか、国のほうでも大変事

故の心配をしており、その交通安全対策も積

極的に進めていくとのことでございます。ま

ず交通安全、いかに子どもたちが交通事故に

合わないか、先ほど言いましたように子ども

たち自身で事故に合わないような方策、それ

から周りが守っていくそういったことも教育

委員会を通して学校にも指示してやってます

けど、なお一層取組むようにお願いしておき

ます。以上です。

○議長（相川繁治君） ７番、佐野一紀君。

○７番（佐野一紀君） それでは３番のほう

に移させていただきますが、まずあの今の通

学路についてもきちんと除雪体制もきちんと

やっていただければと思います。そしてあの

国道きて一定の条件で、ここで降りてまた乗

るということで十勝清水までは普通車で1410

円ですか、多分そうだと思った。あまり高速

乗らないのでわからないんですが、それぐら

いだと思います。

だけどこれからスキーシーズンになってス

ノーライナーって要するにスキー客の定期観

光のバスがどんどん入ってくる。一般の観光

バスもスキーヤーを乗せた観光客を乗せたの

が入ってくるんで、道の駅の駐車場じゃちょ

っと手狭になって、今まであの除雪して奥の

方に除雪車の何回かかいてやれば広くなって

わりと利用できるんですが、おそらくトレー

ラーがここ入っちゃったら観光バスはどこへ

入るんだって。やはりあの道の駅のねトイレ

とやっぱり利用してもらわなければせっかく

の観光客なんですからそういうところも考慮

して、やはりあの駐車場が速やかに広くちょ

っと溜まればお金がかかるかもしれませんが

除去してなげていただくとそういうようなこ

とも心がけていただきたいと思います。

３番目の宮下川添地区の国道出入口付近は

あの例年においても雪の壁で大変なんですね、

あそこ出入りするの。見えなくて。本来なら

街路樹が外で歩道が中であれば開発の除雪車

もサイドリングっていって歩道をきれいに機

械ではねることできるんですが、街路樹が中

なもんで機械かけることできないんで雪の壁

になっちゃうんですよ。それで車が増えてど

んどん転回するためにあそこへ入ってまたＵ

ターンして高速利用する。そういう車がたく
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さんいるもんで出入りに要するに車が、自分

の車の鼻っていうかエンジン部分はもう出さ

なかったら見えないんですよ、横から壁にな

っちゃって、こう座ってるもんですから。

だから今年も物損事故が１件ありましたけ

ども、あれは雪の壁でなくコスモスの花の高

さでもう見えないんです。それであそこの信

号で村内の人とやはり高速から転回して降り

てきた人とぶつかっちまったとそういうこと

もありますんで、その雪の壁を少なくても回

数多くしてもらえば、やはり低くなれば座っ

てても見れるんでそういうことを開発局なり

に要望していただければと思うんですがいか

がですか。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 議員のご質問にお答

えいたします。12月９日になりますけど道路

除雪計画の説明に旭川開発建設部富良野道路

事務所が来庁いたしました。その際に議員ご

指摘の件について伺ったところ、富良野道路

事務所としてもパトロールの強化を図り道路

管理をしていきたいと。また連絡をいただけ

れば状況を確認し雪山の上面を下げるなど対

応したいと、そのような回答をいただいてお

ります。以上です。

○議長（相川繁治君） 次に３番、大谷元江

君。

○３番（大谷元江君） 議長のお許しをいた

だきましたので最後に質問になると思います

がよろしくお願いいたします。質問の１です。

子育て支援についてお伺いいたします。本村

の子育て支援には18歳までの医療費無償制度

が整っております。このことはありがたいと

考えております。その他にですね、給食費の

無料・保育費の無料を追加していただきたい

と考えます。今年度の児童生徒数は合わせて

68名、次年度は61名、ちょっと減るという形

になります。年々児童生徒数は減ってきてお

りますので、無料化を進めても支障がないと

は言いませんが、実行できるのではないかな

と考えました。

私議員になりまして26年・27年の決算書を

拝見いたしまして学校運営管理費と保育所管

理費の中で200万、小学校・中学校合わせて

400万前後の不要額と言ったらおかしいです

が余剰金が出ておりました。そういう金額を

この子どもたちの給食費無料・保育費無料に

あてることができないのかというふうに考え

まして、子育てしている家庭に対して村は徹

底的に支援するという覚悟、子育てに優しい

村ということで取組んでいただきたいと考え

ますが、村長の考えを伺います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

まず保育料についてでございますが、現在の

保育料の状況を申し上げますと、第１階層か

ら第７階層の７段階に区分されておりまして、

最低は０円から最高は７千円であります。参

考までに平成27年度決算では保育料収入は79

万５千円で費用額に対する割合は2.6％であ

りました。今年度実施しました子育て支援に

対するアンケート、この結果では財政的支援

よりも環境整備を求める声が多くありました。

本村における課題の一つとして考えているの

は、１歳児や０歳児保育への保育年齢の拡大

や保育時間の延長などサービスの向上があげ

られます。これらを実施していくためには、

保育士の増員、また、施設整備などが必要で

あります。新たな財政出動が想定されること

から受益者負担のあり方を含めこれらの課題

と合わせて検討を進めていきたいと考えてお

ります。
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給食費でございますが、平成28年度におけ

る給食費の見込みで申し上げますと小学１年

生から中学３年までの68人分の給食費では

366万8544円ご負担いただいており、給食費

の滞納もなくご負担いただいていることから

現状で進めてまいりたいとそのように考えて

ございます。学校教育の中でもいろいろな機

器の整備ですとか、教材の整備そういったも

のがございますので、給食費についても据え

置きでまいりたいとそのように考えておりま

す。以上です。

○議長（相川繁治君） ３番、大谷元江君。

○３番（大谷元江君） 給食費無料、据え置

きという回答いただきましたけども今年の春、

国会においても民間議員さんが諮問期間に申

請っていうか要望をしているというところを

新聞等で伺っております。そういうことも加

味して環境整備も必要だと思いますが、金額

の負担というのはけっこう滞納はないといい

つつも大変な負担だと思っております。その

へんのことも考慮して完全なる無償とまでも

いかなくてもですね、少しずつでも軽減され

るような施策をとっていただきたいと考えま

すが、いかがでしょうか。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） ただ今申し上げたの

は村の考えでございまして、教育委員会がど

うお考えになってるか、そのへんも確認しな

がら給食費については少し時間をいただきた

いと思います。以上です。

○議長（相川繁治君） ３番、大谷元江君。

○３番（大谷元江君） 少し優しい回答がい

ただけましたので静観してみてみたいと思い

ます。

それでは質問２に移らせていただきます。

６月の定例会に乾電池・蛍光灯等の回収場所

を少し考えていただきたいというお話をさせ

ていただきましたが、その時に住民に懇談会

等において住民の意見を聞いてからというお

返事をいただきましたが、住民懇談会にも占

冠の住民懇談会にしか出ておりませんが、そ

ういう話題は出ておりませんでした。そのこ

とに関して村長のどんなお考えで議題に載せ

ていただけなかったのか回答いただきたいと

思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） 今回の住民懇談会で

ございますけど、来年度の予算編成に参考に

するため、住民の要望を聞くことを主眼にお

いてましたので、そういったことは議題とし

てはあげてませんでした。以上です。

○議長（相川繁治君） ３番、大谷元江君。

○３番（大谷元江君） それでは懇談会には

あげていただけませんでしたけども、この回

収場所変更、各地域に変更されるかどうか。

担当部署で対応できるんではないかというお

話も伺いましたけども、村長のご意見を聞か

せていただきたいと思います。

○議長（相川繁治君） 村長。

○村長（中村 博君） お答えいたします。

乾電池・蛍光管そういったものについては有

害資源ごみとして分別回収、適正処理を行っ

て、再資源化して活用していくそういったこ

とが必要であります。現在総合センター、占

冠地域交流館、トマムコミュニティセンター、

双珠別住民センターに回収ボックスを設置し

回収しておりますが、地域によっては持ち込

み辛い場所があることも理解しております。

回収ボックスの増設については環境面、美観

等にも配慮が必要であり、観光客等が立ち寄

る場所、人目に付き辛い場所への設置は望ま

しくないとのことから基本的には公共施設へ
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の設置を優先的に考えております。それらを

考え併せて新年度で回収ボックス設置予算の

計上を検討しておりまして、設置場所につい

ては川添集会所・美園集会所この２か所考え

ております。以上です。

○議長（相川繁治君） これで一般質問を終

わります。ここで午後３時５分まで休憩いた

します。

休憩 午後２時51分

再開 午後３時05分

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

◎日程第４ 認定第１号

○議長（相川繁治君） 日程第４、認定第１

号、平成27年度占冠村一般会計及び各特別会

計歳入歳出決算認定についての件を議題とし

ます。本件について、決算特別委員会の報告

を求めます。

決算特別委員長、大谷元江君。

○決算特別委員長（大谷元江君） 決算特別

委員会審査報告について報告いたします。平

成28年９月14日開催の第３回占冠村議会定例

会において付託された、認定第１号、平成27

年度占冠村一般会計及び各特別会計歳入歳出

決算認定についての件は、去る10月24日・25

日、本委員会を開催し、審査の結果、認定す

べきものと決定したので、会議規則第76条の

規定により報告いたします。

○議長（相川繁治君） これから平成27年度

占冠村一般会計及び各特別会計歳入歳出決算

認定についての件を採決します。

この採決は起立によって行います。この採

決に対する委員長の報告は認定とするもので

す。委員長の報告のとおり、認定することに

賛成の方は起立願います。

（全議員起立）

○議長（相川繁治君） 起立多数です。した

がって平成27年度占冠村一般会計及び各特別

会計歳入歳出決算認定についての件は、認定

することに決定しました。

◎日程第５ 議案第１号から日程第12 議案第

８号

○議長（相川繁治君） 日程第５、議案第１

号、占冠村議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例を制定

することについての件から日程第12、議案第

８号、占冠村農業委員会委員会定数条例の一

部を改正する条例を制定することについてま

での件８件を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。議案第１号、

から議案第４号及び議案第７号については総

務課長、多田淳史君。

○総務課長（多田淳史君） それでは議案書

の１ページをお開きください。議案第１号に

なります。議案第１号、占冠村議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例を制定することについてご説明

申し上げます。本件は、占冠村議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例で、第５条第２項の期末手当を

改正することについて、議会の議決を求めよ

うとするものでございます。

第１条につきまして、平成28年度の改正に

ついて記載をしてございます。12月期におい

て、現行2.175月を2.275月に改め、年4.20月

を4.30月に改めるものでございます。第２条

におきまして、平成29年度の改正で６月期に

おいて現行2.025月を2.075月に、12月期にお

いて2.275月を2.225月に改めようとするもの

でございます。附則としまして、施行期日は



41 / 69

公布の日から施行し、平成28年12月１日から

適用することとしてございます。

続きまして、３ページをお開きください。

議案第２号、特別職の職員で常勤のものの給

与に関する条例の一部を改正する条例を制定

することについてご説明申し上げます。本件

は、特別職の職員で常勤のものの給与に関す

る条例の一部を改正する条例で、第４条第２

項の期末手当を改正することについて議会の

議決を求めようとするものでございます。

第１条については、平成28年度の改正で、

12月期において現行2.175月を2.275月に改め、

年4.20月を4.30月に改めるものでございます。

第２条につきましては、平成29年度の改正で、

６月期において、現行2.025月を2.075月に、

12月期において2.275月を2.225月に改めよう

とするものでございます。附則としまして、

施行期日は公布の日から施行し、平成28年12

月１日から適用することとしてございます。

続きまして、５ページをお願いいたします。

議案第３号、占冠村職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例を制定することについ

てご説明申し上げます。本件は人事院勧告に

より一般職の給与、扶養手当及び勤勉手当の

額の改正を行うため議会の議決を求めようと

するものでございます。第１条については平

成28年度の勤勉手当の改正で12月期において

勤勉手当現行0.80月を0.90月に改め、合計年

1.60月を1.70月に改め、再任用職員の勤勉手

当については12月期において勤勉手当現行

0.375月を0.425月に改めるものと文言の修正

でございます。給与につきましては議案書８

ページから10ページ、こちらの別表第２の給

与表に改めるものでございます。

第２条は扶養手当の改正で、配偶者に係る

手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額ま

で減額し、それに生じる原資を用いて子に係

る手当額を引き上げる改正と、それに係る文

言の修正でございます。勤勉手当の改正では、

平成29年度の勤勉手当について一般職は６月

期において0.80月を0.85月に、12月期におい

て0.90月を0.85月に改め、再任用職員の勤勉

手当につきましては、６月期において0.375

月を0.40月に、12月期において0.425月を

0.40月に改めるものでございます。また、附

則において扶養手当に関する特例としまして

平成29年度は段階的に実施することとしてご

ざいます。施行期日ですが、職員給与は公布

の日から施行し、平成29年４月１日から適用。

扶養手当につきましては平成29年４月１日か

ら施行し、勤勉手当は公布の日から施行し、

平成28年12月１日から適用することとなって

ございます。

続きまして11ページをお願いいたします。

議案第４号、占冠村税条例等の一部を改正す

る条例を制定することについてご説明を申し

上げます。本件は地方税法等の一部改正に伴

う改正でございます。第１条は占冠村税条例

の一部を改正する条例で、個人及び法人村民

税において修正申告等の提出があった場合に、

追徴すべき不足税額について延滞金の計算期

間から一定の期間を控除して計算する規定に

改めるものと、個人村民税において、一定の

検診、又は予防接種等を受けているものの特

定一般用医薬品等の購入費が一定額を超える

場合において、医療費控除の特例を設けるも

のでございます。また、外国人居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律の一部改正に伴い、台湾の金

融機関を通じて日本国居住者が国内において

支払いを受ける一定の利子所得及び配当所得

に対し個人村民税を分離課税するよう規定を
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設けるものでございます。

第２条は、占冠村税条例の一部を改正する

条例の一部改正で、占冠村税条例の一部改正

に伴い、文言の整理を行うものでございます。

施行期日は平成29年１月１日から施行すると

しておりますが、医療費控除の特例に関しま

しては平成30年１月１日からの施行としてお

ります。

続きまして議案書21ページをお願いいたし

ます。議案第７号、占冠村国民健康保険税条

例の一部を改正する条例を制定することにつ

いてご説明を申し上げます。本件は、所得税

法等の一部改正に伴い条例改正を行うもので

す。内容は、村民税の課税特例として分離課

税される特例適用利子等特例適用配当等の額

を従来どおり国民健康保険税所得割の算定及

び軽減判定に用いる総所得金額に含めるため、

規定の整備を行うものでございます。附則と

してこの条例は平成29年１月１日から施行す

るものでございます。以上、ご審議のほどよ

ろしくお願いします。

○議長（相川繁治君） 次に議案第５号につ

いては、教育次長、岡崎至可君。

○教育次長（岡崎至可君） 議案書17ページ

をよろしくお願いします。議案第５号、占冠

村立学校設置条例の一部を改正する条例を制

定することについてご説明を申し上げます。

本件は、占冠村立トマム小学校と占冠村立ト

マム中学校を廃止し、新たに義務教育学校占

冠村立トマム学校を設置するため本条例の一

部を改正するものでございます。以下、その

概要についてご説明申し上げます。トマム小

学校とトマム中学校は併置校として連携した

教育活動に取り組んできておりますが、義務

教育期間の９年間を一貫性を持った教育活動

を行う義務教育学校に移行し、先駆的な教育

実践を進め、占冠村の小中連携モデルとする

ものでございます。条例の施行日は平成29年

４月１日からとし、附則において他条例の必

要な文言修正を行うものでございます。以上、

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（相川繁治君） 次に、議案第６号に

ついては、保健福祉課長、伊藤俊幸君。

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 議案書19ペ

ージをお願いいたします。議案第６号、占冠

村へき地保育所設置条例等の一部を改正する

条例を制定することについての提案理由の説

明をいたします。本件につきましては、占冠

村に設置するへき地保育所の名称を変更する

ため、占冠村へき地保育所設置条例及び占冠

村公共施設の暴力団排除に関する条例の一部

を改正しようとするものであります。内容に

つきましては、条文中占冠へき地保育所を占

冠保育所に、トマムへき地保育所をトマム保

育所に名称を変更しようとするものでありま

す。施行期日につきましては、平成29年４月

１日からとするものであります。以上、よろ

しくご審議くださいますようお願いいたしま

す。

○議長（相川繁治君） 次に議案第８号につ

いては、産業建設課長、小林昌弘君。

○産業建設課長（小林昌弘君） 議案書23ペ

ージをお願いいたします。議案第８号、占冠

村農業委員会委員定数条例の一部を改正する

条例を制定することについてご説明申し上げ

ます。本件は、農業協同組合法等の一部を改

正する等の法律により農業委員会等に関する

法律が改正され、公職選挙法に基づく選挙に

よる委員の選出が廃止となり、すべての農業

委員会委員は市町村長が市町村議会の同意を

得て任命する方法に一本化されたことにより、

農業委員会委員の定数を改正するものでござ
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います。概要についてご説明申し上げます。

本則の改正は法改正に伴う引用条項の整理、

選挙による委員の選出が廃止されたことに伴

う文言の整理及び農業委員会員の定数を選挙

による委員の定数から任命の委員の定数に改

めるものでございます。条例の施行日は公布

の日からとし、平成29年４月１日から適用し

ようとするものでございます。なお、経過措

置として現農業委員会委員の定数は改正前の

規定によることとし、本条例による定数の改

正は現在の農業委員会の任期満了に伴う次期

の改選時より適用しようとするものでござい

ます。以上、よろしくご審議のほどお願い申

し上げます。

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説

明を終わります。

◎日程第13 議案第９号から日程第15 議案第

11号

○議長（相川繁治君） 日程第13、議案第９

号、平成28年度占冠村一般会計補正予算、第

６号の件から日程第15、議案第11号、平成28

年度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算、

第６号の件までの３件について一括議題とし

ます。

提案理由の説明を求めます。議案第９号に

ついては総務課長、多田淳史君。

○総務課長（多田淳史君） それでは議案書

25ページをお願いいたします。議案第９号、

平成28年度占冠村一般会計補正予算、第６号

についてご説明申し上げます。平成28年度占

冠村一般会計補正予算、第６号は歳入歳出そ

れぞれ１億８千万円を追加し、歳入歳出の予

算をそれぞれ29億7780万円とするものと、地

方債の変更１件でございます。以下、事項別

明細において歳入からご説明申し上げます。

30ページをお願いいたします。14款、２項、

国庫補助金において５目、農林業費国庫補助

金は畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事

業補助金で１億7554万９千円の増額でござい

ます。19款、１項、繰越金において１目、繰

越金は前年度繰越金1256万円の増額。20款、

５項、雑入において１目、雑入は養護老人ホ

ーム被措置者徴収金で30万円の増額。３目、

旅客自動車運送事業収入は、富良野線旅客運

賃19万１千円の増額でございます。21款、１

項、村債において３目、農林業歳はニニウキ

ャンプ場水源等整備工事事業で860万円の減

額でございます。

次に歳出について説明いたします。31ペー

ジをお願いいたします。１款、１項、議会費

において１目、議会費は議員手当12万７千円

の増額。２款、１項、総務管理費において１

目、一般管理費で常勤嘱託職員賃金１万５千

円の増額。消耗品費１万８千円の減額。財務

会計システム保守委託料24万９千円の減額。

町村非常勤公務災害補償組合負担金２万円の

増額。４目財産管理費で修繕料、32万４千円

の増額。一般備品購入費で10万円の減額。５

目、総合センター管理費で修繕料11万１千円

の増額。６目、コミュニティセンター管理費

で修繕料88万１千円の増額。７目、企画費で

富良野広域連合負担金871万８千円の増額。

10目、旅客自動車運送事業費は財源振替でご

ざいます。11目、諸費は臨時雇上賃金11万円

の増額。高校通学者補助金19万３千円の増額

でございます。

32ページをお願いいたします。３款、１項、

社会福祉費において１目、社会福祉総務費は

小規模多機能型居宅介護施設利用者負担助成

金で100万円の増額。扶助費18万円の増額で

ございます。２目、老人福祉費は老人保護措
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置費83万３千円の増額でございます。３款、

２項、児童福祉費において１目、児童福祉総

務費で道費負担金返還金10万６千円の増額。

２目、へき地保育所費で通信運搬費３万２千

円の増額でございます。４款、１項、保健衛

生費において１目、保健衛生総務費は訪問看

護ステーション利用料１万１千円の増額。水

道会計操出金504万円の減額でございます。

33ページをお願いいたします。６款、１項、

農業費において３目、畜産業費は畜産・酪農

収益力強化整備等特別対策事業補助金１億

7554万９千円の増額。４目、農業構造改善事

業費でニニウキャンプ場水源等整備工事費

864万円の減額でございます。６款、２項、

林業費において１目林業振興費は熊・鹿駆除

捕獲奨励金３万円の増額。消耗品費11万円の

増額。地域おこし協力隊実習用機器借上げ料

９万９千円の増額。原材料費５万４千円の増

額。地域おこし協力隊研修負担金13万３千円、

森林整備担い手対策推進事業補助金２万２千

円の増額でございます。８款、１項、道路橋

梁費において１目道路維持費は村道除排雪用

機械等借上げ料152万円の増額でございます。

34ページをお願いいたします。８款、３項、

住宅費において１目、住宅管理費で修繕料

300万円の増額でございます。10款、２項、

小学校費において１目、学校管理費で修繕料

57万５千円、学校管理備品112万円の増額で

ございます。11款、１項、農林業施設災害復

旧費において１目、林業施設災害復旧費は修

繕料81万７千円、原材料費29万１千円の減額

でございます。11款、２項、公共土木施設災

害復旧費は１目、道路橋梁災害復旧費で委託

料、28万２千円の増額でございます。

35ページをお願いいたします。14款、１項、

職員費において１目、職員費は一般職給料35

万円、特別職手当17万５千円。一般職手当

115万円の増額。共済費で167万５千円の減額

でございます。

戻りまして26ページをお願いいたします。

補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入

歳出予算補正のとおりでございます。地方債

の補正につきましては27ページの第２表のと

おり、臨時対策事業債ニニウキャンプ場水源

等整備工事事業につきまして変更しようとす

るものでございます。以上、ご審議よろしく

お願いいたします。

○議長（相川繁治君） 議案第10号について

は、保健福祉課長、伊藤俊幸君。

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 議案書37ペ

ージをお開き願います。議案第10号、平成28

年度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予

算、第２号の説明をいたします。平成28年度

占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算、

第２号は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ950万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１億7590万円とするもの

ごでございます。事項別明細書に基づき説明

をいたします。

40ページをお願いいたします。歳入からに

なります。８款、１項、２目、国保財政調整

基金繰入金におきまして国保財政調整繰入金

950万円の増額。

続きまして歳出になります。２款、１項、

１目、一般被保険者療養給付費におきまして

850万円の増額。２目、退職被保険者等療養

給付費におきまして18万円の増額。２款、２

項、１目、一般被保険者高額療養費におきま

して70万円の増額。２目、退職被保険者等高

額療養費におきまして12万円の増額でありま

す。

戻りまして38ページをお開き願います。歳
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入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分

ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は第１表、歳入歳出予算補正によります。

以上、ご審議のほどお願いいたします。

○議長（相川繁治君） 議案第11号について

は、産業建設課長、小林昌弘君。

○産業建設課長（小林昌弘君） 議案書41ペ

ージお願いします。議案第11号、平成28年度

占冠村簡易水道事業特別会計補正予算、第６

号。平成28年度占冠村簡易水道事業特別会計

補正予算、第６号は次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳出予算の

総額から歳入歳出それぞれ570万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億

8050万円とするものでございます。２、歳入

歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は第１表歳入歳出予算補正による。第２条、

地方債の変更は第２表地方債補正による。平

成28年12月15日提出、占冠村長中村博。

議案書45ページお願いいたします。事項別

明細の歳入からご説明いたします。２款、国

庫支出金、１項、国庫補助金、１目、水道費

国庫補助金、１節、水道施設整備費国庫補助

金で交付決定により477万１千円の減額でご

ざいます。３款、繰入金、１項、繰入金、１

目、一般会計繰入金、１節、一般会計繰入金

で504万円の減額。２目、占冠村簡易水道施

設整備基金繰入金、１節、占冠村簡易水道施

設整備基金繰入金で416万円の減額でござい

ます。いずれも事業費の確定により減額補正

でございます。４款、繰越金、１項、繰越金、

１目、繰越金、１節、繰越金で事業費確定に

伴い財源調整により７万１千円の増額でござ

います。６款、村債、１項、簡易水道債、１

目、簡易水道債、１節、簡易水道事業債で事

業費確定に伴い820万円の増額をするもので

あります。

議案書46ページお願いします。歳出、３款、

公債費、１項、公債費、１目、元金、23節、

償還金、利子及び割引料で償還元金２万８千

円の増額です。２目、利子、23節、償還金、

利子及び割引料で償還利子12万８千円の減額

でございます。いずれも利率変更に伴い償還

額に変更が生じたことにより補正するもので

ございます。４款、施設費、１項、施設建設

費、１目、新営改良費、15節、工事請負費で

事業費が確定したことから560万円の減額で

ございます。内訳で、平成28年度上トマム地

区ポンプ場築造工事（建築）５万円の減額。

平成28年度上トマム地区ポンプ場築造工事

（機械電気）555万円の減額でございます。

議案書42ページお願いいたします。以上、

説明した内容で第１表歳入歳出予算補正のと

おりでございます。43ページお願いします。

第２表地方債補正でありますが、簡易水道事

業債で補正前限度額8100万円を補正後限度額

8920万円で歳入補正予算に計上した村債と同

額の限度額補正を行うものであります。以上、

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説

明を終わります。

◎散会宣言

○議長（相川繁治君） 以上で本日の日程は

全部終了しました。

これで本日の会議を閉じます。

本日はこれで散会します。

散会 午後３時40分
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。

           

         平成 ２９年  ２月 ２０日  

占冠村議会議長   相 川 繁 治

（署 名 議 員）

占冠村議会議員   工 藤 國 忠

占冠村議会議員   木 村 一 俊
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平成28年第５回占冠村議会定例会会議録（第２号）

平成28年12月16日（金曜日）

○議事日程

議長開会宣言（午前10時）

日程第 １ 議案第 １号
占冠村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例を制定することについて

日程第 ２ 議案第 ２号
特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正

する条例を制定することについて

日程第 ３ 議案第 ３号
占冠村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定

することについて

日程第 ４ 議案第 ４号
占冠村税条例等の一部を改正する条例を制定することについ

て

日程第 ５ 議案第 ５号
占冠村立学校設置条例の一部を改正する条例を制定すること

について

日程第 ６ 議案第 ６号
占冠村へき地保育所設置条例等の一部を改正する条例を制定

することについて

日程第 ７ 議案第 ７号
占冠村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定する

ことについて

日程第 ８ 議案第 ８号
占冠村農業委員会委員定数条例の一部を改正する条例を制定

することについて

日程第 ９ 議案第 ９号 平成 28 年度占冠村一般会計補正予算（第６号）

日程第 10 議案第 10号
平成 28 年度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）

日程第 11 議案第 11号 平成 28 年度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算（第６号）

日程第 12 同意案第１号
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

について

日程第 13 意見書案第９号
「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあたり、

現行制度の継続を求める意見書

日程第 14 意見書案第 10 号 国による子ども医療費無料制度の創設を求める意見書

日程第 15 意見書案第 11 号 大雨災害に関する意見書

日程第 16 意見書案第 12 号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書

日程第 17 意見書案第 13 号 ＪＲ北海道への経営支援を求める意見書

日程第 18 意見書案第 14 号
ＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等

を求める意見書

日程第 19 意見書案第 15 号
「全国規模の総合的なアイヌ政策の根拠となる新たな法律」

の早期制定を求める意見書
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日程第 20 閉会中の継続調査所管事務調査申出

日程第 21 議案第 12号 平成 28 年度占冠村一般会計補正予算（第７号）

○出席議員（８人）

  議長  ８番 相 川 繁 治 君  副議長  １番 工 藤 國 忠 君

      ２番 木 村 一 俊 君       ３番 大 谷 元 江 君

４番 長谷川 耿 聰 君       ５番 山 本 敬 介 君

６番 五十嵐 正 雄 君       ７番 佐 野 一 紀 君

○欠席議員（０人）

○出席説明員

（長部局）

占 冠 村 長 中 村   博 副 村 長 堤   敏 満

会 計 管 理 者 小 尾 雅 彦 総 務 課 長 多 田 淳 史

企 画 商 工 課 長 松 永 英 敬 地 域 振 興 対 策 室 長 野 村 直 広

保 健 福 祉 課 長 伊 藤 俊 幸 産 業 建 設 課 長 小 林 昌 弘

林 業 振 興 室 長 今 野 良 彦 ト マ ム 支 所 長 平 川 満 彦

総 務 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一 財 務 担 当 係 長 野 原 大 樹

税 務 担 当 主 幹 佐久間   敦 職 員 厚 生 担 当 主 幹 細 川 明 美

企 画 担 当 係 長 佐々木 智 猛 国 保 医 療 担 当 主 幹 上 島 早 苗

社 会 福 祉 担 当 主 幹 高 桑   浩 保 健 予 防 担 当 主 幹 松 永 真 里

介 護 担 当 主 幹 木 村 恭 美 土木下水道担当主幹 石 坂 勝 美

建 築 担 当 主 幹 嵯 峨 典 子 建 築 担 当 係 長 橘   佳 則

環 境 衛 生 担 当 主 幹 平 岡   卓 農 業 担 当 係 長 杉 岡 裕 二

林 業 振 興 室 主 幹 鈴 木 智 宏

（ 教 育 委 員 会 ）

教 育 長 藤 本   武 教 育 次 長 岡 崎 至 可

学 校 教 育 担 当 主 幹 小 瀬 敏 広

（農業委員会）

会 長 安 田 堅 吾 事 務 局 長 小 林 昌 弘

（選挙管理委員会）

書 記 長 多 田 淳 史

（監査委員）

監 査 委 員 鷲 尾 心 英 監 査 委 員 山 本 敬 介

事 務 局 長 尾 関 昌 敏
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○出席事務局職員

事 務 局 長 尾 関 昌 敏 主 事 久 保 璃 華
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開会 午前10時00分

◎開議宣言

○議長（相川繁治君） 皆さんおはようござ

います。ただいまの出席議員は８人です。定

足数に達しておりますので、これから本日の

会議を開きます。

◎議事日程

○議長（相川繁治君） 本日の議事日程は、

あらかじめ、お手元に配布したとおりです。

◎日程第１ 議案第１号

○議長（相川繁治君） 日程第１、議案第１

号、占冠村議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例を制定

することについての件を議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これから議案第１号、占冠村議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例を制定することについての件を

採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって議案第１号は原案のとおり可決

しました。

◎日程第２ 議案第２号

○議長（相川繁治君） 日程第２、議案第２

号、特別職の職員で常勤のものの給与に関す

る条例の一部を改正する条例を制定すること

についての件を議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これから、議案第２号、特別職の職員で常

勤のものの給与に関する条例の一部を改正す

る条例を制定することについての件を採決し

ます。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって議案第２号は原案のとおり可決

しました。

◎日程第３ 議案第３号

○議長（相川繁治君） 日程第３、議案第３

号、占冠村職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例を制定することについての件を

議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。
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これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これから、議案第３号、占冠村職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例を制定す

ることについての件を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３号は原案のとおり可

決しました。

◎日程第４ 議案第４号

○議長（相川繁治君） 日程第４、議案第４

号、占冠村税条例等の一部を改正する条例を

制定することについての件を議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） １点だけ、お伺い

したいと思います。13ページの中段で附則第

６条を次のように改めるとありまして、特定

一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療

費控除の特例についてとある。これは身近な

問題でありますので、この内容を分かりやす

くご説明願いたいと思います。

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史

君。

○総務課長（多田淳史君） 議員のご質問に

お答えいたします。附則第６条の特定一般用

医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除

の特例、こちらについて、内容についてご説

明をさせていただきたいと思います。こちら

の内容につきましては、適切な健康管理のも

とで医療用医薬品からの代替を進める観点か

ら定められたというものでございまして、医

療費の抑制を目的として医療用薬品からの代

替を進めておりまして、スイッチＯＴＣ医薬

品と言いまして、いわゆるドラッグストアで

すとか、薬局で販売されています大衆薬・市

販薬と呼ばれるものがＯＴＣ薬と呼ばれるも

のでございます。その内、医師の判断のみで

使用が可能であった医療医薬品がＯＴＣ薬と

して販売許可された、これがスイッチされた

という扱いになりまして、スイッチＯＴＣ薬、

こういうものになっております。

対象医薬品としては、商品名を申し上げま

すと例えばガスター10ですとか、ロキソニン

ですとか、メンソレータム、こういうものに

なってまいります。対象者としましては、ご

自身と自身と生計を一つにする配偶者、その

他の親族で特定健康診査、それから予防接種、

定期健康診断、健康診査、がん検診などこれ

らの健診を受けている方が対象となってまい

ります。

控除ですけれども、保険金などで補填され

る金額から１万２千円を控除しまして、控除

額の限度額、こちらが８万８千円ということ

になります。それで今までございます医療費

控除、こちらとの併用は不可というふうにな

ってございまして、適用の期間が30年度１月

１日からということになってございます。以

上でございます。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） ちょっと私聞き漏

らしたかと思うんですけど、これを適用受け

ることによって現行医療費の控除の関係、そ

の関係と、それから利点ですね、それについ

てお伺いしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史

君。
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○総務課長（多田淳史君） お答えいたしま

す。現行の医療費控除、こちらとの併用はで

きないということになってございます。利点

ですけれども、今回のこの特例の控除に関し

ましては医療機関にかかっていない方で、健

康管理をされている方で、市販の医薬品、こ

ちらのほうを使用されている方に適用される

ということですので特にご病気がなく健康に

気を付けていらっしゃる方たち、この人たち

に対しての控除が可能かと思います。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） もう１点だけ説明

があったかと思うんですけども、医療費控除

の対象金額ですね、これについてご説明願い

たいと思います。

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史

君。

○総務課長（多田淳史君） 控除限度額が最

高で８万８千円となってございます。以上で

す。

○議長（相川繁治君） 他に質疑はありませ

んか。

２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） １点だけちょっと教

えていただきたいと思います。15ページくら

いにあります上から７段目にあります、他に

もたくさん出てくるんですが、所得割の納税

義務者が支払いを受けるべきという文言のと

ころで、この納税義務者という文言について

結構外国居住者関係が出てくるから、国際租

税関係が出てくるから、大変、これから役場

は大変だと思うんですけども、この納税義務

者というのが居住者内国法人だけなのか、非

居住者外国法人も含まれるのか、そこをお聞

きいたしたいと思います。納税義務者、居住

者ならば全世界所得に課税されるということ

で、非居住者ならば国内源泉所得に課税され

るということで、他にも外国居住者等なんと

か法という関係が出てくるんですけども、こ

の納税、所得割の納税義務者というこの言葉、

他にもこれ出てくるところが、あと国保関係

のあれもあるんですが、一般的にこの納税義

務者という文言の考え方について居住者、あ

るいは非居住者、いずれを含めたものなのか、

そのへんのことについてお尋ねします。

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史

君。

○総務課長（多田淳史君） お答えいたしま

す。納税義務者、議員ご指摘の納税義務者の

ところでございますけれども、日本国居住者

となってございます。以上です。

○議長（相川繁治君） 他に質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これから、議案第４号、占冠村税条例等の

一部を改正する条例を制定することについて

の件を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって議案第４号は原案のとおり可決

しました。

◎日程第５ 議案第５号

○議長（相川繁治君） 日程第５、占冠村立

学校設置条例の一部を改正する条例を制定す
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ることについての件を議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） この条例はトマム小

中学校を一貫校にしようということで普段か

ら小中一緒にやってるのであんまり違和感が

ほとんどないんであれなんですが、一応４点

ほどお聞きいたします。

義務教育９年間の学びを地域全体で支える

という重要性がこのシステムにはあるという

ことで、一応保護者や地域住民の理解と参画

を得るために合意形成が必要だと思うので、

どのようにして合意形成が進められたか、そ

の過程を教えていただきたい。それが第１点

であります。

それからいただいた資料の中に移行計画と

それから議案の要旨というものがありまして、

その中にトマムの特色を生かした先駆的な教

育実践を進めるということで書かれておりま

すが、先駆的なということが何をもって先駆

的なということに当てはまるのか、その点を

お聞きいたします。

それから小中一貫ということで教職員の過

重負担が大変心配だということですが、十分

な教職員の定数確保に対策が練られているの

かどうか、それが第３点。

４点目としては、今回の義務教育学校にす

るという議論を進めておられた校長先生、多

分定年になると思うので、実際発足した段階

で中心となってこられた方がいなくなるとい

うことで、そのへんの対応が大丈夫なのかど

うか、そのへんお聞きいたしたいと思います。

以上です。

○議長（相川繁治君） 教育次長、岡崎至可

君。

○教育次長（岡崎至可君） 木村議員の質問

にお答えいたします。まず経過ですね。経過

に関しましては今年４月からＰＴＡ総会で義

務教育学校移行に向けた取り組みが始まる旨

のスタートを報告しております。４月下旬に

も教職員に向けて義務教育学校に向けた取り

組みをスタートしますということで職員にも

周知しております。その後、５月・６月学校

だよりにおいて義務教育学校についての移行

についての説明を行っております。これはト

マム全戸配布、中央地区には行政回覧してお

ります。７月にも参観日で保護者向けに説明

をしております。９月にはアンケート、保護

者向けのアンケートを実施しております。10

月29日、100周年の記念式典のあいさつにて

学校長より義務教育学校の移行の説明をして

おります。11月４日、義務教育学校説明会の

チラシを配布しましてアンケートについても

町内配布しております。11月15日、教育委員

会会議で方針・議案説明を承認いただいてお

ります。11月15日、学校運営協議会、コミュ

ニティスクールなんですけど、その場でも義

務教育学校に向けての説明をしております。

11月22日、これ地域の説明会を開催しており

まして、地域の方20名程度参加して説明をし

ています。経過については以上です。

先駆的な取り組みですね、ちょっとお待ち

ください。先駆的な取り組みとは今小学校の

ほうでは専門教科の授業を行ってないんです

けど、今後小学校５年・６年ちょっと分かり

ませんが、各担当の各教科の専門的な授業も

できる方式になっておりますのでそのへんも

取り組んでいきたいと思っております。

あと教職員の負担でございますが、このま

までいくと中学校の生徒が減少しまして、生

徒減少するということは先生も減るというこ

となんですが、こちらとしては生徒が減って

も加配のほうで要望いたしまして先生のほう



54 / 69

の負担を軽減していきたいと考えております。

校長が定年になるということなんですが、

今後においても校長先生が異動してくるとき

には義務教育学校の説明、あとコミュニティ

スクールもやっておりますのでその旨の説明

もご理解いただいた上でこの学校についても

進めていただける方に来ていただきたいと思

っております。以上です。

○議長（相川繁治君） ２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） 今の説明の中で、先

駆的な教育実践というところの先駆的なとい

うところで、小学校のことについては説明が

ありました。中学校の先駆的な取り組みとい

うのはちょっとなかったように思うのでお願

いします。

○議長（相川繁治君） 教育長、藤本武君。

○教育長（藤本 武君） ただいま次長のほ

うから説明があったんでございますけれども、

先駆的な取り組みという内容につきましてで

ございます。本村においてはトマムの現在小

中学校、そして中央地区には占冠中央小学校、

占冠中学校がございます。その中でトマムが

小中併置校ということもございまして小中一

貫の教育、義務教育学校という形でスタート

させていただきます。それと、今中央地区に

ある２校については今後の検討課題となって

いきますけれども、トマムが先行したはしの

中で小中連携したどういったことができるの

かというそういう先駆的な、ということの意

味もございました。

それで次長がお答えさせていただいたのは

小学校の高学年に向けたそれぞれの今までは

一人の先生がやっていましたけれども、教科

制度についてどういったことができるのか。

それと中学校との連携でございますけれども、

今中央小学校について英語学習についての取

り組みをしておりますけれども、小中９年間

を通じた中での英語教育に関する学習指導要

領の今後の改訂もございますのでそういった

中でどういったカリキュラム等作成していけ

るのか、そういった調査研究をしながら進め

てまいりたいというふうに考えてございます。

以上です。

○議長（相川繁治君） 他に質疑ありません

か。

５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 地域でＰＴＡ等にも

十分説明されているというふうに思うんです

が、全村的にはまだ知らない方も多いと思い

ますのでなんていうんでしょう、素朴な疑問

でひとつふたつお聞きしたいんですけれども、

まず、小学校６年生、今までは中学校１年

生・２年生・３年生と言っていたんですけれ

ども、今後どうなるのかというのが一つ。

今ある校歌ですね、小学校、中学校の校歌

がどのようになるのか。新しい学校になって

新しい校歌になるのか。

そして、校歌のことと学年のことと、あと

一つ、卒業式ですね。小学校の卒業式、中学

校の入学式が今まで行われてきたんですが、

これから一貫校になるということでこの区切

りの部分を今後どうしていくのか。この３つ

についてお伺いしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 教育次長、岡崎至可

君。

○教育次長（岡崎至可君） 山本議員の質問

にお答えします。今度一貫校になるというこ

とで、一つの学校になるということで１年生

から９年生という形に、今の中学１年生・２

年生・３年生というのは７年生・８年生・９

年生という表現になります。

校歌についてはトマム小学校・中学校とい

う表示はされていませんので今の校歌をその

まま使用していくということでございます。
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卒業式に関しては、一つの学校になるもの

ですから９年生の時点で卒業式なんですが、

今まで小学校から、小学校の卒業式をやって

たということでございますので、進級式と修

了式という形でひとつのけじめをつけた式典

もしていきたいと思いますが、今後慣れてく

るとそのへんも考慮していかなければならな

いと思いますが、今の時点では進級式・修了

式という形でやっていきたいと思っておりま

す。以上です。

○議長（相川繁治君） 他に質疑ありません

か。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これから、議案第５号、占冠村立学校設置

条例の一部を改正する条例を制定することに

ついての件を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって議案第５号は原案のとおり可決

しました。

◎日程第６ 議案第６号

○議長（相川繁治君） 日程第６、議案第６

号、占冠村へき地保育所設置条例等の一部を

改正する条例を制定することについての件を

議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これから、議案第６号、占冠村へき地保育

所設置条例等の一部を改正する条例を制定す

ることについての件を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第６号は原案のとおり可

決しました。

◎日程第７ 議案第７号

○議長（相川繁治君） 日程第７、議案第７

号、占冠村国民健康保険税条例の一部を改正

する条例を制定することについての件を議題

とします。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これから、議案第７号、占冠村国民健康保

険税条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについての件を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議
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ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第７号は原案のとおり可

決しました。

◎日程第８ 議案第８号

○議長（相川繁治君） 日程第８、議案第８

号、占冠村農業委員会委員定数条例の一部を

改正する条例を制定することについての件を

議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

５番、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） ２点ほどお伺いした

いと思います。これ説明あったとおり、選挙

による選出から村長の任命、議会の任命承認

ということに変更されたということですけれ

ども、その際、選任の際、農業団体・関係団

体からの推薦と募集ということになっていま

す。この募集の方法についてお伺いしたいと

思います。

あと、農水省のほうから来ています、この

選任についてなんですけれども、中立委員の

任命ということで法の中に市町村長は農業委

員の任命にあたっては農業委員会の掌握に属

する事項に関して、利害関係を有しない者が

含まれるようにしなければならないというこ

とになりましたと。このことをどういうふう

に担保していくかっていう部分ですね。

あともう１点、青年女性の積極的な登用と

いうことがあります。農業委員の任命にあっ

ては年齢・性別等に著しい隔たり・偏りが生

じないように配慮しなければならないという

ことですけれども、青年という部分は今の農

業委員会も若い方がいらっしゃいますので現

状の任用を踏襲された形では確保されると思

うんですが、女性という部分は現在いらっし

ゃいませんので、そういった部分をどういう

ふうに担保していくか、そのあたりのことを

お聞きしたいと思います。

○議長（相川繁治君） 産業建設課長、小林

昌弘君。

○産業建設課長（小林昌弘君） 山本議員の

ご質問にお答えいたします。まず１点目の募

集の方法ですけれども、こちらにつきまして

は原則募集の方法ですけれども広報と村のホ

ームページにて農業委員の募集を公表いたし

まして１か月程度の推薦・公募期間を設けて

募集いたしたいと思っております。その１か

月間のあいだにですね、中間の公表というの

を設けなければなりませんのでそのような形

を取っていきたいと考えております。その後

内部の役場庁舎内で委員会を設置いたしまし

て募集された方の審査を行いまして、その後

議会の同意を得て任命という形になるという

ふうに考えております。

２点目の中立委員の関係ですけれども、こ

ちらにつきましては利害関係のない者という

ことでありますので、今現在考えているとこ

ろは地域の商工業者の方、あと地域会社員と

いうところで何とか募集していただけないか

というふうに考えているところでございます。

それと女性の登用ですけれども、今回の農

業委員会法改正に伴いまして原則として過半

数を認定農業者であることということに定め

ておられまして、女性の登用に関しましては

現在うちの本村におきましては、認定農業者

９名おりまして、この９名の中にですね女性

の方が２名いらっしゃいますので、この方が

募集していただければ一番良いと思うんです

けれども、募集がなければ何とか働きかけを

していきたいというふうに考えております。

以上です。
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○議長（相川繁治君） 他に質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これから、議案第８号、占冠村農業委員会

委員定数条例の一部を改正する条例を制定す

ることについての件を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８号は原案のとおり可

決しました。

◎日程第９ 議案第９号

○議長（相川繁治君） 日程第９、議案第９

号、平成28年度占冠村一般会計補正予算、第

６号の件を議題とします。

これから質疑を行います。質問者はページ

数を明らかにし、質疑・答弁は要点を明確に

簡潔に発言してください。質疑はありません

か。

２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） 何点かお尋ねいたし

ます。31ページ、２款、総務費、１項、７目、

企画費の富良野広域連合負担金871万８千円

の増額になっておりますが、この増額につい

て理由と内容を教えていただきたいと思いま

す。

32ページ、３款、民生費、２項の児童福祉

費、１目のところで道費負担金返還金という

ことで、４次補正で国庫負担金の返還金が

490万ほどありましたけども、その関連もあ

るのかどうか、ちょこっとこの内容10万６千

円の増の内容を教えていただきたいと思いま

す。

33ページ、６款、１項、３目の畜産業費の

ところの畜産・酪農収益力強化整備等特別対

策事業補助金ということで１億7554万９千円

の増があります。この事業については３億

8824万9200円が総事業費ということでそのう

ちの補助金がこれだけということで残が２億

1270万200円があるわけなんですけども、こ

の残の財源対応、手当というかな、それをど

ういうふうにするのかお聞きいたします。

それと同時に仕入れに係る消費税相当額と

して2875万9200円、これを減額ということで

いただいた資料に載っておりますけども、こ

の対応の内容について教えてください。

同じく33ページの６款、２項、１目の林業

振興費14節の地域おこし協力隊実習用機器借

上げ料９万９千円の増、それから19節の負担

金、補助及び交付金のところでやはり地域お

こし協力隊研修負担金ということで13万３千

円の増があります。この実習の内容、研修の

内容というのはどういうことなのかというこ

とと、当初でなくてこういう６次補正で出て

きたというその状況が理由を教えていただき

たいと思います。以上であります。

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史

君。

○総務課長（多田淳史君） まず企画費の広

域連合負担金、こちらの件に関しましてご説

明申し上げます。こちらの増額分に関しまし

ては、串内牧場の負担金が主なものになりま

して、今回の台風10号によります災害、こち

らのほうの復旧の費用、こちらがかかってご

ざいまして、今まで繰越金等で賄ってきた部
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分もあるんですけれども、被害が甚大だった

ということで負担金の増になってございます。

以上です。

○議長（相川繁治君） 林業振興室長、今野

良彦君。

○林業振興室長（今野良彦君） 木村議員の

ご質問にお答えいたします。議案書33ページ、

２項、林業費、１目、林業振興費、14節の使

用料及び賃借料の地域おこし協力隊実習機器

借上げ料でございますが、地域おこし協力隊

８月から採用になって当林業振興室におりま

す。実習計画を出していただいてそれに基づ

いて村がサポートするということになってお

りまして、その中で占冠村の木を利用した冬

に使うものですとかそういうものを取り組み

をしたいということでありますので、それに

対する実習用費ということです。

それから19節の地域おこし協力隊研修負担

金ということで、これについては地域おこし

協力隊を募集した目的が林業全般に対する研

修というようなことでありますので、その中

で林業全般ということで林業機械を用いた研

修も必要であるということで、林業機械、重

機ですねいわゆる、重機を動かす資格を取得

するということの費用でございます。

それでなぜこの時期に補正が出てきたかと

いうことですが、先ほども申しましたが８月

に採用になったと。その中でいろいろ研修を

どういうふうにするかということを林業全般

ですね、まず山を見て歩く、調査をする、林

産物を使う、そういうようなものの検討をし

てまいりました結果、今回こういうふうな時

期に補正をするという形になってございます。

以上です。

○議長（相川繁治君） 産業建設課長、小林

昌弘君。

○産業建設課長（小林昌弘君） 木村議員の

ご質問にお答えいたします。６款、農林業費、

１項、農業費、３目、畜産業費の19節、負担

金、補助及び交付金の畜産・酪農収益力強化

整備等特別対策事業補助金の件に関しまして

の事業費のうちの補助金の残りの残額の対応

ということでありますけれども、こちらにつ

きましては取組み主体のほうでの公庫の借入

れの対応ということになってございます。

もう１点のこのお配りした資料の表の備考

欄にあります除税額の件のご質問ですけれど

も、現在北海道のほうに確認中でありますの

で後ほどの答弁ということでよろしいでしょ

うか。

○２番（木村一俊君） （自席で）はい、い

いです。

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤

俊幸君。

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 木村議員の

質問にお答えいたします。32ページ、３款、

２項、１目の道費負担金返還金についてであ

りますけども、これにつきましては平成27年

度における保育所の運営費に係る道費負担金

の返還金でございます。以上です。

○議長（相川繁治君） 他に質疑ありません

か。２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） 最後の答弁の道費負

担金返還金は４号補正の国庫負担金返還金と

は関係がないという認識でいいのかどうかと

いうことが１点と、聞き漏らしたんですが、

34ページの10款、２項、小学校費の１目の18

節、備品購入費が出ておりますけれども、

112万円増ということで当初予算には学校管

理備品購入として50万５千円とありますが、

この学校管理備品の購入とは別なのか同じな

のか、そこの確認だけ。以上です。

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤

俊幸君。
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○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 前回補正さ

せていただきましたのは国庫負担金に係る部

分でありまして、今回、道費負担金について

の返還金であります。事業自体は一緒です。

○議長（相川繁治君） 教育次長、岡崎至可

君。

○教育次長（岡崎至可君） 木村議員の質問

にお答えいたします。34ページですね、10款、

２項、１目、備品購入費、別でございまして、

今回の備品購入費に関しては今承認いただい

た義務教育学校に関するですね、名称変わり

ますので学校旗、優勝旗、学校の印鑑、これ

を購入する費用にあてるものでございます。

以上です。

○議長（相川繁治君） 他に質疑ありません

か。

○３番（大谷元江君） １点お聞きいたした

いと思います。ページが違いました、申し訳

ありません。キャンセルします。

○議長（相川繁治君） 他に質疑ありません

か。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これから議案第９号、平成28年度占冠村一

般会計補正予算、第６号の件を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって議案第９号は原案のとおり可決

しました。

◎日程第10 議案第10号

○議長（相川繁治君） 日程第10、議案第10

号、平成28年度占冠村国民健康保険事業特別

会計補正予算、第２号の件を議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） それじゃあ実は先

般の常任委員会で結論が得られてなかったの

で、あれから大分時間が経ってるのでお分か

りと思いますので再度質問させていただきま

す。40ページ、保険給付費でございますが、

１目の一般被保険者療養給付費、２目の退職

者被保険者等療養給付費、２項の高額療養費

の一般被保険者高額療養費、退職者被保険者

等高額療養費、いずれも一般財源が利用され

ております。それぞれ増額になっているんで

すけれども、増額になった根拠を一つ教えて

いただきたいと思います。

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤

俊幸君。

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 療養給付費

等についてでありますけれども、まず、一般

被保険者療養給付費につきましては、予算現

額が6900万円ございまして、予算残額が1744

万円、今のところあります。今後見込まれる

費用額としまして2600万円を想定しておりま

して、そのことから850万円の増額補正をさ

せていただきたいということであります。退

職被保険者療養給付費につきましては、現在

のところ予算現額に対して、退職被保険者に

ついては今後見込まれる額を月１万円と想定

しまして一人当たり１万円としまして、退職

被保険者の人数が今３名でありまして、それ

の４か月分として18万円の補正を考えており

ます。
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高額療養費、一般被保険者の高額療養費に

つきましては、これまでの支出の平均が月平

均100万円でありまして、今後見込まれる額

として400万円を想定しております。現在、

支出済額が325万８千円程度でありまして、

その差引70万円程度が不足するものと思われ、

補正をしようとするものでございます。退職

被保険者の高額療養費につきましては、月当

たり３万円と想定しまして、その４か月分で

12万円の補正をしたいということであります。

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） ちょっと聞き漏ら

したんですけど、一般被保険者療養給付費で

す。2600万円で見込まれるので850万円増や

したってことなんだけど、そのへんの絡みが

ちょっと分からないんですけど。もうちょっ

と簡単に説明してください。なんぼ足りんく

てなんぼになって４か月でなんぼ増えたから、

だから850万円になったと、そういう簡単な

説明でよろしいんです。

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤

俊幸君。

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 今後見込ま

れる額としまして、2600万円、今後見込まれ

る額が2600万円と見込んでおりまして、今現

在予算残額としまして1744万円あります。差

引約850万円の補正をさせていただきたいと

いうことであります。

○議長（相川繁治君） 他に質疑はありませ

んか。

      （「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これから議案第10号、平成28年度占冠村国

民健康保険事業特別会計補正予算、第２号の

件を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第10号は原案のとおり可

決しました。

◎日程第11 議案第11号

○議長（相川繁治君） 日程第11、議案第11

号、平成28年度占冠村簡易水道事業特別会計

補正予算、第６号の件を議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

３番、大谷元江君。

○３番（大谷元江君） ここでの質問でした。

申し訳ありません。46ページ、４款、施設費、

１項、施設建設費で平成28年度上トマム地区

ポンプ場築造工事の機械電気について555万

円の減額ということでございますが、かなり

の大きい金額が減額になってると思います。

これについて機械等の見積もり等と最初に出

た金額からかなりの金額が減少になってます

ので、このへんの説明を機械が変わったのか

どうか、そのへんの説明をお願いいたします。

○議長（相川繁治君） 産業建設課長、小林

昌弘君。

○産業建設課長（小林昌弘君） 大谷議員の

ご質問にお答えいたします。４款、施設費、

１項、施設建設費、１目、新営改良費、15節、

工事請負費の平成28年度上トマム地区ポンプ

場築造工事、機械電気の550万円の減額でご

ざいますけれども、当初予定しています機械

等が変わったわけではありませんで、これに
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つきましては執行残ということでご理解いた

だきたいと思います。以上です。

○議長（相川繁治君） 他に質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって、討論を終わります。

これから議案第11号、平成28年度占冠村簡

易水道事業特別会計補正予算、第６号の件を

採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第11号は原案のとおり可

決しました。

○議長（相川繁治君） ここで先ほどの産業

建設課のほうから資料がそろったので答弁を

していただきたいと思います。

産業建設課長、小林昌弘君。

○産業建設課長（小林昌弘君） 大変遅くな

って申し訳ございません。先ほどの一般会計

の補正予算のところの６款、農林業費、１項、

農業費、３目、畜産業費、19節、負担金、補

助及び交付金、畜産・酪農収益力強化整備等

特別対策事業補助金の関係で、お配りしてお

ります資料の備考欄にあります除税額の件で

ございますけれども、こちら除税額というふ

うに記載されておりますけれども、総事業費

に対しましての消費税ということでご理解い

ただきたいと思います。以上です。

○議長（相川繁治君） ２番、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） 仕入れに係る消費税

相当額ということでこの額が記載されていた

わけですよね。これはどういうことなのかっ

ていうことで聞いたんですよね。除税額とは

言わないけど。結局これどういうことなんで

すかね、消費税分の扱いがどうなるかってこ

とを、顛末を聞きたいんですけど。そこだけ

です。

○議長（相川繁治君） ここで11時10分まで

休憩いたします。

休憩 午前10時59分

再開 午前11時10分

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

◎日程第12 同意案第１号

○議長（相川繁治君） 日程第12、同意案第

１号、固定資産税評価審査委員会委員の選任

につき同意を求めることについての件を議題

にします。提案理由の説明を求めます。

村長。

○村長（中村 博君） 同意案第１号、固定

資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについて。下記の者を固定資産評

価審査委員会の委員に選任したいので、地方

税法第423条第３項の規定により議会の同意

を求める。平成28年12月15日提出、占冠村長、

中村博。住所、占冠村字中央、氏名、赤石秀

明。

赤石秀明氏は、平成21年10月１日より固定

資産評価審査委員会委員を行っており、固定

資産の見識が高く、占冠村の状況に詳しく、

適任者でありますので、同氏を再任したく同

意を求めるものでございます。なお、同氏の

略歴につきましては裏面に記載してあります

のでご参照願います。ご審議のほどよろしく

お願いします。
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○議長（相川繁治君） これで提案理由の説

明を終わります。これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

お諮りします。

ただ今議題となっております同意案第１号、

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同

意を求めることについての件は、これに同意

することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって同意案第１号、固定資産評価審

査委員会委員の選任につき同意を求めること

についての件はこれに同意することに決定し

ました。

○議長（相川繁治君） 先ほどの産業建設課

長の答弁が言っていなかったと思いますので、

ここで再度産業建設課長、小林昌弘君。

○産業建設課長（小林昌弘君） すいません、

答弁いたします。こちらの除税額につきまし

ては総事業費に対する消費税でございまして、

補助金算出にあたりましてはこの分を除いて

おります。この除税額につきましては取組主

体が支払う金額となっております。以上です。

◎日程第13 意見書案第９号から日程第19

意見書案第15号

○議長（相川繁治君） 日程第13、意見書案

第９号、「高額療養費」「後期高齢者の窓口負

担」の見直しにあたり、現行制度の継続を求

める意見書の件から日程第19、意見書案第15

号、「全国規模の総合的なアイヌ政策の根拠

となる新たな法律」の早期制定を求める意見

書までの件、７件を一括議題にします。提案

理由の説明を求めます。意見書案第９号につ

いては、五十嵐正雄君。

○６番（五十嵐正雄君） 意見書案第９号、

「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の

見直しにあたり、現行制度の継続を求める意

見書。このことについて、別紙のとおり意見

書を提出します。平成28年12月16日提出。提

出者、占冠村議会議員五十嵐正雄。賛成者占

冠村議会議員大谷元江、同じく工藤國忠。

「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」

の見直しにあたり、現行制度の継続を求める

意見書です。現在、政府厚労省の社会保障制

度審議会、医療保険部会では高額療養費、後

期高齢者の窓口負担の見直しについて検討を

行っております。審議では高額療養費につい

て70歳以上の自己負担の月額上限の引き上げ、

後期高齢者の医療費窓口負担を原則１割から

２割に引き上げるなど、さらなる患者負担増

が提案されております。今日こういった負担

増は年金収入も減っている中で治療が長期に

渡る高齢者の生活を圧迫し、必用な医療が受

けられない事態が深刻化します。上記のよう

な高齢者の実情に配慮し、さらなる患者負担

増で受診抑制が起きないよう現行の高額療養

費制度、後期高齢者の窓口負担の継続を求め

る。以上、地方自治法第99条の規定により意

見書を提出する。平成28年12月16日、北海道

勇払郡占冠村議会議長、相川繁治。意見書提

出先は内閣総理大臣以下列記のとおりであり

ます。以上、提案いたします。

○議長（相川繁治君） 意見書案第10号につ

いては、大谷元江君。

○３番（大谷元江君） 意見書案第10号、国
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による子ども医療費無料制度の創設を求める

意見書。このことについて、別紙のとおり意

見書を提出いたします。平成28年12月16日提

出。提出者、大谷元江、賛成者、占冠村議会

議員山本敬介、同じく佐野一紀。

国による子ども医療費無料制度の創設を求

める意見書。わが国の合計特殊出生率は1.46

でありまして、2015年現在の子ども数は、総

人口に占める子どもの割合は42年連続の低下

となっております。少子化の進行は将来の生

産年齢人口の減少にもつながり、子どもの健

全な成長への影響のみならず、社会経済や社

会保障の在り方にも重要な影響を及ぼす懸念

があります。こうしたことからすべての子育

て家庭の経済的負担を軽減する措置が少子化

対策の重要な施策となっております。すべて

の都道府県及び市町村において、乳幼児・児

童医療費助成制度が実施されておりますが、

児童期までの年代は病気に罹りやすく、長期

の療養を要する病気も増加しており、病気の

早期発見や早期治療、治療の継続を確保する

上で医療費助成制度は極めて重要な役割を担

っています。

このような地方公共団体の施策を一層充実

させ、子どもを安心して産み育てることので

きる社会の実現をめざすには、地方制度の安

定化が必要であり、国による支援が不可欠で

あります。当面就学前まで国による子ども医

療費無料制度を早期に創設するよう強く要望

します。以上、地方自治法第99条の規定によ

り、意見書を提出いたします。平成28年12月

16日、北海道勇払郡占冠村議会議長、相川繁

治。意見書提出先、内閣総理大臣以下財務大

臣、厚生労働大臣、総務大臣であります。よ

ろしくお願いいたします。

○議長（相川繁治君） 意見書案第11号につ

いては、工藤國忠君。

○１番（工藤國忠君） 意見書案第11号、大

雨災害に関する意見書。このことについて、

別紙のとおり意見書を提出します。平成28年

12月16日提出。提出者、占冠村議会議員工藤

國忠、賛成者、同じく木村一俊、賛成者、同

じく山本敬介。

大雨災害に関する意見書。北海道では本年

８月、台風７・11・９号が相次いで上陸し、

さらに台風10号の影響により集中豪雨に伴う

河川の氾濫などにより、住宅や農地への浸水

被害及び道路・鉄道の決壊や土砂災害が発生

したところであります。また、定置網・養殖

施設被害など水産被害も大きなものがありま

す。このように全道各地で甚大な被害が発生

し、住民の暮らしや経済活動に多大な影響が

生じている。こうしたことから住民が一日も

早く安心して元の生活を取り戻すことができ

るよう早急な災害対策と今後の防災対策が必

要とされている。ついてはこの度の災害から

迅速な復旧と今後の防災対策に向け、下記の

事項について特段の配慮を強く要望する。要

望書の内容については１から８まで記載のと

おりであります。以上、地方自治法第99条の

規定により意見書を提出する。平成28年12月

16日、北海道勇払郡占冠村議会議長、相川繁

治。意見書提出先についても衆議院議長他記

載のとおりであります。よろしくご審議のほ

どお願いいたします。

○議長（相川繁治君） 意見書案第12号につ

いては、長谷川耿聰君。

○４番（長谷川耿聰君） 意見書案第12号、

地方議会議員の厚生年金制度への加入を求め

る意見書。このことについて、別紙のとおり

意見書を提出します。平成28年12月16日提出。

提出者、占冠村議会議員、長谷川耿聰、賛成

者、同じく五十嵐正雄、賛成者、同じく木村

一俊。
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内容をかいつまんで申し上げたいと思いま

す。地方分権時代を迎えた今日、地方議会の

果たす役割と責任が格段に多くなっておりま

す。しかしながら住民の関心の低下や地方議

会議員のなり手不足が大きな問題となってお

ります。こうした中、地方議員の年金制度を

時代に相応したものにすることが新たな人材

確保につながると考えております。このよう

な状況を踏まえ、地方議会議員の厚生年金制

度の加入のため、法整備を早急に実現するこ

とを強く要望するものであります。以上、地

方自治法第99条の規定により意見書を提出し

ます。平成28年12月16日。北海道勇払郡占冠

村議会議長、相川繁治。提出先は記載のとお

りでございます。以上でございますのでよろ

しくご審議をお願いいたします。

○議長（相川繁治君） 意見書案第13号につ

いては、木村一俊君。

○２番（木村一俊君） 意見書案第13号、Ｊ

Ｒ北海道への経営支援を求める意見書。この

ことについて、別紙のとおり意見書を提出し

ます。平成28年12月16日提出。提出者、木村

一俊、賛成者、占冠村議会議員長谷川耿聰、

同じく五十嵐正雄。

ＪＲ北海道への経営支援を求める意見書。

要約します。11月18日、ＪＲ北海道は営業路

線のおよそ半分が単独では維持が困難である

と発表しました。廃止となれば地域の過疎化

が促進し、地域経済や住民の暮らしを破壊し

ます。北海道における公共交通機関としての

役割を発揮でき、経営自立のために財政支援

等をはかるよう強く要望いたします。以上、

地方自治法第99条の規定により提出します。

平成28年12月16日。北海道勇払郡占冠村議会

議長、相川繁治。意見書提出先、衆議院議長

以下記載のとおりであります。よろしくご審

議お願いいたします。

○議長（相川繁治君） 意見書案第14号につ

いては、佐野一紀君。

○７番（佐野一紀君） 意見書案第14号、Ｊ

Ｒ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物に係る税制特

例の恒久化等を求める意見書。このことにつ

いて、別紙のとおり意見書を提出します。平

成28年12月16日提出。提出者、占冠村議会議

員佐野一紀、同じく五十嵐正雄、同じく大谷

元江。

裏面をお開きください。1987年４月１日に

国鉄が分割・民営化され、ＪＲ７社が誕生し

た。こういう中で新幹線の都市圏の路線を有

するＪＲ東日本・ＪＲ東海・ＪＲ西日本の本

州３社は堅調な経営を確保し、株式上場・民

営化を果たしてきました。2015年の第189通

常国会ではＪＲ会社法の改正法が成立し、

2016年10月にＪＲ九州の株式上場・完全民営

化を果たされた。一方で地域のローカル線を

多く抱え、大きな収益の柱がないＪＲ北海

道・ＪＲ四国と全国一元経営で国鉄時代の老

朽資産を多く保有する構造的問題を抱えるＪ

Ｒ貨物等については積極的な営業施策や徹底

した経営効率化など「経営自立計画」の達成

にむけた努力を、労使を上げて積み重ねてき

たが、経営自立を確保する目処が明確には立

っていない状況であります。

ＪＲ三島会社は発足当初より営業赤字を前

提とされ、経営安定金の運用益や税制特例等

の支援策により赤字補填を行う形で設立され、

とりわけＪＲ北海道・ＪＲ四国は少子高齢化

や地方の過疎化が急速に進む中で低金利の長

期化等の影響により、基金の運用益が大きく

減少し、各社がなんとか経営を維持してきた

のが現状であります。またＪＲ貨物も鉄道貨

物の特性を発揮できる条件が十分に整備され

ていない中、非常に厳しい経営状況が続いて

おります。2016年のＪＲ北海道・ＪＲ四国に
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対して安全対策面での財政的支援が追加で行

われているが、厳しい経営状況であることは

間違いありません。こうした中で2017年３月

末にＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物に対す

る経営支援策の重要な柱である固定資産税の

減免措置の特例が適用期限切れを迎える。地

域の鉄道が果たす役割が鉄道貨物輸送の重要

性を再認識する中で、何よりもまず税制特例

措置の適用延長が必須であります。

別紙です。また、ＪＲ発足30年を機にこれ

ら支援措置の恒久化を図ったうえで当該会社

の経営自立に向けた安定的な運営と地域交通

や鉄道貨物ネットワークの維持・発展に向け

た道筋を明らかにすることが必要であると考

える。以上の認識に基づき、2017年度の税制

改正において、下記の事項を実施されるよう

強く要望する。

記、１、ＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物

に対する固定資産税、都市計画税等を減免す

る特例措置の継続及び恒久化を図ること。２、

ＪＲ北海道をはじめ、旅客鉄道事業各社が低

炭素型車両の着実な導入を促進するための固

定資産税に係る特例措置を継続すること。３、

自然災害の多頻度化・大規模化を踏まえ、こ

れによって発生する鉄道施設・設備の被害か

らの復旧に向けた支援スキームの拡充を図る

こと。４、老朽化が進む鉄道在来線構造物の

大規模改修に向けた支援スキームの拡充を図

ること。以上、地方自治法第99条の規定によ

り意見書を提出する。平成28年12月16日。北

海道勇払郡占冠村議会議長、相川繁治。意見

書提出先は記載のとおりであります。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。

○議長（相川繁治君） 意見書案第15号につ

いては、山本敬介君。

○５番（山本敬介君） 意見書案第15号、

「全国規模の総合的なアイヌ政策の根拠とな

る新たな法律」の早期制定を求める意見書。

このことについて、別紙のとおり意見書を提

出します。平成28年12月16日提出。提出者、

占冠村議会議員山本敬介、賛成者、同五十嵐

正雄、賛成者、同佐野一紀。

アイヌの人たちは同化政策によって差別を

受け、アイヌ文化がないがしろにされてきた

歴史は皆様ご存じのとおりです。平成20年に

衆参両院におけるアイヌ民族を先住民とする

ことを求める決議の全会一致での可決を受け

て政府はさまざまな施策に取り組んできまし

た。しかし、現在施策ごとに国交省、文科省、

厚生労働省、農水省、経産省、法務省と各省

に担当が置かれているのみで政策全般を見渡

せていないというような現状があります。ア

イヌの人たちに対する生活支援、教育支援及

び産業振興など総合的なアイヌ政策の推進の

根拠となる法律の早期制定を求めて地方自治

法第99条の規定により意見書を提出いたしま

す。平成28年12月16日。北海道勇払郡占冠村

議会議長、相川繁治。意見書提出先は衆議院

委議長以下記載のとおりです。以上、ご審議

のほどよろしくお願いします。

○議長（相川繁治君） これから質疑を行い

ます。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

討論を省略します。

これから意見書案第９号、「高額療養費」

「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあたり、

現行制度の継続を求める意見書の件を採決し

ます。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「なし」の声あり）
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○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

これから意見書案第10号、国による子ども

医療費無料制度の創設を求める意見書の件を

採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

これから意見書案第11号、大雨災害に関す

る意見書の件を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

従って本案は原案のとおり可決されました。

これから意見書案第12号、地方議会議員の

厚生年金制度への加入を求める意見書の件を

採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

これから意見書案第13号、ＪＲ北海道への

経営支援を求める意見書の件を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

これから意見書案第14号、ＪＲ北海道・Ｊ

Ｒ四国・ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等

を求める意見書の件を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

これから意見書案第15号、「全国規模の総

合的なアイヌ政策の根拠となる新たな法律」

の早期制定を求める意見書の件を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって本案は原案のとおり可決されま

した。

◎日程第20 閉会中の継続調査所管事務調査

申出

○議長（相川繁治君） 日程第20、閉会中の

継続調査所管事務調査の申出の件を議題とし

ます。

議会運営委員長及び総務産業常任委員長か

ら、会議規則第74条の規定により、お手元に

配布した申出書のとおり、閉会中の継続調査、

所管事務調査の申出がありました。

お諮りします。

委員長から、申出のとおり閉会中の継続調

査所管事務調査とすることにご異議ありませ

んか。
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（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、委員長から申出のとおり、閉

会中の継続調査所管事務調査とすることに決

定しました。

しばらく休憩します。

休憩 午前11時43分

再開 午前11時52分

◎追加日程の決定

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

お諮りします。

ただいま、村長から議案第12号、平成28年

度占冠村一般会計補正予算、第７号について

の件が提出されました。これを日程に追加し、

追加日程第１として議題にしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第12号を日程に追加し、

追加日程第１として議題とすることに決定し

ました。

◎追加日程第１ 議案第12号

○議長（相川繁治君） 追加日程第１、議案

第12号、平成28年度占冠村一般会計補正予算、

第７号についての件を議題とします。

提案理由の説明を求めます。総務課長、多

田淳史君。

○総務課長（多田淳史君） それでは議案第

12号、平成28年度占冠村一般会計補正予算、

第７号についてご説明申し上げます。平成28

年度占冠村一般会計補正予算、第７号は歳入

歳出それぞれ２億5500万円を追加し、歳入歳

出の予算をそれぞれ32億3280万円とするもの

でございます。以下、事項別明細において歳

入からご説明申し上げます。

53ページをお願いいたします。14款、２項、

国庫補助金において、７目、災害復旧事業費

国庫補助金で道路橋梁災害復旧事業国庫補助

金は１億6625万円の増額でございます。15款、

２項、道補助金で４目、農林業費道補助金は

森林整備加速化林業再生事業交付金で255万

円の増額。18款、１項、繰入金で１目、財政

調整基金繰入金は300万円の増額でございま

す。21款、１項、村債で５目、土木債は、道

路橋梁災害復旧事業債で8320万円の増額でご

ざいます。

次に歳出についてご説明申し上げます。54

ページになります。６款、２項、林業費で１

目、林業振興費は、林道専用道鬼峠支線規格

相当鬼峠２号支線開設工事で500万円の増額。

11款、２項、公共土木施設災害復旧費で１目、

道路橋梁災害復旧費で村道ニニウ１号線災害

復旧工事ほか４件の村道災害復旧工事費こち

らの合計で２億５千万円の増額でございます。

戻りまして50ページをお願いいたします。

補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入

歳出予算補正のとおりでございます。以上、

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説

明を終わります。

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって、討論を終わります。

これから議案第12号、平成28年度占冠村一
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般会計補正予算、第７号についての件を採決

します。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第12号は原案のとおり可

決されました。

◎閉会の議決

○議長（相川繁治君） お諮りします。以上

をもって、本定例会に付議された案件は全て

終了しました。

したがって、会議規則第７条の規定によっ

て本日で閉会したいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、本定例会は、本日で閉会する

ことに決定しました。

◎閉会宣言

○議長（相川繁治君） これで、本日の会議

を閉じます。平成28年第５回占冠村議会定例

会を閉会します。

            閉会 午前11時58分
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